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「一旦区外に出てみると、足立区のイメージがとても悪いことに驚き
ました。これでは若者がふるさとに誇りを持つことが難しい。区としても
イメージアップに注力して欲しい」。これは、成人式（現在の「二十歳の
集い」）実行委員から、毎年異口同音に上がる意見です。イメージの悪い
原因を探ると、テレビやマスコミの影響で「何となくそう思う」と作り
上げられていることがわかってきました。

そこで、区内外から正当な評価を受け、足立区の子どもや若者たちが
自信をもって「足立区出身」と言えるよう、「治安」「学力」「健康」「貧困の
連鎖」をボトルネック的課題と位置付け、その克服に注力してきました。
特に「貧困の連鎖」は、他の 3つの課題にも影響する根源的な課題であり、
生まれ育った環境に左右されず、夢や希望を持ってそれを実現していく
ために、平成 27 年度を「子どもの貧困対策元年」と位置付け、全国に
先駆けて施策を展開してきました。

子どもや若者を取り巻く環境は大きく変化しています。また先々への
漠然とした不安感も高まるばかりです。そうした中、自己を肯定し、自ら
の人生を切り拓いていくための地力を付けてもらえるよう、「足立区子ども・
若者計画」を策定しました。

ポイントは「より早く」「より厚く」「より長く」。行政ばかりでなく、
地域の皆様や企業団体のお力もお借りしながら、実効性ある、具体的な
施策を並べました。

すべての子どもが「生まれてきてよかった」「この街だからこそ希望を
持って生きることができた」と思える足立区の実現を目指して、なお一層
施策の充実に努めて参ります。

令和８年３月
足立区長　近藤　やよい

未来へつなぐ あだちプロジェクト



第 1 章　足立区子ども・若者計画の策定にあたって� ページ
1　計画の目的� 3
2　計画策定の「背景」と「特徴」� 3
3　計画の位置づけ� 5
4　計画の対象� 6
5　計画の期間� 6

第 2 章　足立区の「子どもの貧困対策」を振り返る
1　子どもの貧困対策実施計画の推進と成果および今後の取組方針� 9

第 3 章　「足立区子ども・若者計画」が目指す方向性
1　計画の体系図� 29
2　基本理念� 31
3　計画の「柱立て」� 32
4　計画推進のために必要な「視点」� 33
5　足立区子ども・若者計画で「強化」または「新たに取り組むべき」課題� 34
6　計画の推進体制と評価� 39

第 4 章　柱立て・施策別の具体的な取組
柱 1　すべての子ども・若者の生き抜く力を育む
　施策 1-1　こころとからだの健やかな成長支援� 45
　施策 1-2　確かな学力の定着に向けた支援� 47
　施策 1-3　居場所と体験の充実� 49
　施策 1-4　社会的支援を必要とする子ども・若者への伴走支援� 51
　施策 1-5　未来を拓く選択の後押し� 53
　施策 1-6　命を守る教育と支援の充実� 55

目 次



柱 2　安心して子どもを産み育てられる環境を充実させる
　施策 2-1　妊娠前から産後期の支援� 57
　施策 2-2　成長過程に応じた支援� 59
　施策 2-3　経済的困難世帯への生活支援� 61
　施策 2-4　社会的支援を必要とする子を守るための家庭支援� 63
柱 3　地域全体で子ども・若者の成長を支える
　施策 3-1　こどもまんなか社会に対する理解促進� 65
　施策 3-2　地域活動への参加促進� 67
　施策 3-3　地域団体等による活動の推進� 69
1　長期的な成果指標� 71
2　中短期的な成果指標� 74

資料編
資料編 1　こども基本法� 83
資料編 2　足立区こども計画審議会条例等� 89
資料編 3　計画の策定経過� 93
資料編 4　子どもの健康・生活実態調査（令和 2～ 6年度）結果	 概要版� 97

※�第 2期足立区子どもの貧困対策実施計画（令和 2年 3月策定）の資料編にある
概要版（平成 27年度から令和元年度分）以降を掲載しています

　資料編 5　足立区の子ども・若者関連施策のライフステージごとの取組状況� 119



1

2026-2030

ADACHI
CHILDREN AND

YOUTH PLAN

足立区
子ども・若者計画の
策定にあたって

第

第 1章では、
足立区子ども・若者計画の「目的」や、
「策定の背景」「特徴」などについて

掲載しています。

章1



2

2026-2030

ADACHI
CHILDREN AND

YOUTH PLAN

足立区
子ども・若者計画の
策定にあたって

第

第 1章では、
足立区子ども・若者計画の「目的」や、
「策定の背景」「特徴」などについて

掲載しています。

章1



3

1　計画の目的
足立区子ども・若者計画（以下、「本計画」）は、すべての子ども・若者が生まれ育った

環境に左右されることなく、将来に向けて夢や希望を描ける地域社会を目指し、足立区
（以下、「区」）の子ども・若者施策を一体的かつ横断的に推進するために策定するものです。

2　計画策定の「背景」と「特徴」

平成 22（2010）年以降、区は「治安」�
「学力」「健康」「貧困の連鎖」の４つを
ボトルネック的課題（※1）として掲げ、
地域住民や団体、企業、行政が一体となっ
て改善に取り組んできました。そのなか
でも、次代を担う子どもたちの可能性
を阻み、世代を超えて連鎖する「貧困」
は、ボトルネック的課題の根底にあると
捉え、その解消に向けて、現在も全力で
取り組んでいます。

（１） 区が抱える「４つのボトルネック的課題」の克服

平成26（2014）年１月、国は「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を制定。それ
を機に区では、平成 27年度を「子どもの貧困対策元年」と位置づけ、「未来へつなぐ あ
だちプロジェクト　足立区子どもの貧困対策実施計画」（以下、「第１期計画」）を策定し、
本格的な対策に着手しました。
区の子どもの貧困対策は、「貧困」を単に経済的困窮に限定せず、社会的孤立や健康上

の問題など、成育環境全般にわたる複合的な課題として捉え、政策経営部内に「子ども
の貧困対策担当部子どもの貧困対
策担当課（現：あだち未来創造室 
子どもの貧困対策・若年者支援課）
を専管組織として設置し、組織横
断的な連携により施策・事業を
進めてきました。

（２） 全国に先駆けて「子どもの貧困対策」に着手

貧困の連鎖は
3つの課題の
根底的課題

足立区の4つのボトルネック的課題

貧困の連鎖

健康治安

学力

（※ 1）�克服しない限り区内外から正当な評価が得られない根本的課題
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令和２（2020）年 3月には、第１期計画の成果と課題を整理した上で、「第２期子ど
もの貧困対策実施計画」（以下、「第２期計画」）を策定。ライフステージ間の「切れ目な
い支援」や「子ども自身の自己肯定感を高め、夢や希望を抱く契機をつくる」ことを目
指し、「体験機会の充実」「義務教育終了後の若年者支援」「外国籍と外国にルーツを持
つ子どもたちへの支援」など多様化するニーズに対して積極的に取り組んできました。

（３） 「第２期子どもの貧困対策実施計画」の策定と
新たな課題への取組

「第 2 期計画の取組と成果」を第２章で掲載

令和４年に制定された「こども基本法」（令和５年４月施行）では、子ども・若者を権
利の主体として尊重し、その最善の利益を考慮する（※2）ことなどが基本理念として定め
られ、自治体においても「こども計画」の策定が努力義務となりました。

（４） すべての子ども・若者を対象とする「こども基本法」制定

（※ 2）�子ども・若者を「守られる存在」としてではなく、自分の考えや気持ちをもつひとりとして尊重し、その幸せや成長にとって最も良いこ
とを常に考えていくこと。

本計画の策定に向けて、専門的見地や区民の視点を盛り込むため、区長の諮問機関とし
て、学識経験者、区内有識者、区議会議員、区民委員（うち２名は、29歳以下の若者）
などにより構成する「足立区こども計画審議会（委員 18名）」を計５回開催。計画のみ
ちしるべとなる「基本理念」のほか、「柱立て」や昨今の子ども・若者を取り巻く「新た
な課題」が審議され、令和７年９月に答申を受けました。

（５） 「足立区こども計画審議会」での議論と答申（令和６年８月～令和７年８月）

「基本理念・柱立て」「新たな課題」などを第３章で掲載

特徴 子どもの貧困対策に重点をおいた「足立区子ども・若者計画」
こども基本法に基づき策定された「こども大綱」では、

自治体が策定する「こども計画」において「少子化社会対
策」「子ども・若者育成支援」「子どもの貧困対策」の３つ
の視点を盛り込み、「こどもまんなか社会」（※3）の実現を
目指すとしています。
本計画の策定を新たなスタートとして、区がこれまで取り

組んできた「子どもの貧困対策」を引き続き強力に推進する
とともに、すべての子ども・若者への支援をこれまで以上に
強化していくことで社会的自立を促し、少子化対策にもつな
げていきます。

（※3）�全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎
を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、
ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を
送ることができる社会。（「こども大綱」より抜粋）

土台（根底的課題）をしっかり取り組む

足立区子ども・若者計画

子どもの貧困対策

少子化
社会対策

子ども・
若者育成
支援

“子どもの貧困対策に重きを置いた”
「子ども・若者計画」のイメージ
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3　計画の位置づけ

本計画は「こども基本法」に基づき策定します。

（１） 根拠法令

■こども基本法より一部抜粋

（地方公共団体の責務）
第五条　　�地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における

こどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（都道府県こども計画等）
第十条　　都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画を定めるよう努めるものとする。
第十条２　市町村は、こども大綱を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画を定めるよう努めるものとする。

本計画は、「足立区基本構想」および区の最上位計画である「足立区基本計画」のもと
に位置づけられています。また、教育・保育関連の計画との整合を図りながら、子ども・
若者に関する施策を分野横断的に調整・推進する（横串を刺す（※1））役割を担います。

（２） 区の計画との関連

（※ 1）「子どもの貧困」などの複合的な課題に対し、部署の縦割りを越え、施策を全庁的・横断的に連携させ、総合的な解決を目指す役割を担う。

【主な関連計画】 教育振興ビジョン 「夢や希望を信じて生き抜く人づくり」という教育大
綱の基本理念の実現に向け、教育行政で取り組むべき
施策と事業を体系的にまとめた８年間の計画

子ども・子育て
支援事業計画

「子ども・子育て支援法」に基づき策定した、子ども
と子育て家庭を支援するための５年間の計画

こども大綱

こども基本法

シティプロモーション戦略方針、ユニバーサルデザイン推進計画

中
期
財
政
計
画

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

環
境
基
本
計
画

地
域
経
済
活
性
化
基
本
計
画

総
合
交
通
計
画

景
観
計
画

緑
の
基
本
計
画

地
区
環
境
整
備
計
画

住
生
活
基
本
計
画

防
災
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画

地
域
防
災
計
画

国
民
保
護
計
画

保
健
衛
生
計
画

再
犯
防
止
推
進
計
画

障
が
い
児
福
祉
計
画

障
が
い
福
祉
計
画

障
が
い
者
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

子ども・若者
計画

都市計画マスタープラン地域保健福祉計画

教育大綱

基本計画

足立区

国

基本構想

子
ど
も・子
育
て
支
援
事
業
計
画

教育振興
ビジョン
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4　計画の対象
こども基本法において「こども」とは、「心身の発達の過程にある者」とされ年齢は定

められていませんが、本計画においての対象は以下のとおりとします。

「子ども」…妊娠期・産後期から中学生期（15 歳まで）
「若　者」…高校生期から大学生・若者期（16 歳から概ね 29 歳まで）

障がい者支援などについては、上記のライフステージに関わらず幅広い年齢層を対象
として施策・事業を展開していきます。

5　計画の期間
本計画の期間は、「こども大綱」の目標達成期間が概ね５年とされていることに加え、

第１期・第２期計画ともに５年ごとに見直し（※2）してきたことから、令和８年度から令
和 12年度までの５年間とします。
なお、法改正などの国の動向や社会状況の変化を見ながら、必要に応じて見直しの時期

を変更する場合があります。

（※2）�第１期計画は平成 27年度から令和元年度の５年間、第２期計画は当初令和２年度から６年度だったが、足立区こども計画審議会の答申を踏ま
えるため１年延長し令和７年度までとした。

子ども・子育て支援事業計画

教育振興ビジョン

子ども・若者計画

大学生・
若者期高校生期中学生期小学生期就学前期妊娠期・

産後期
ライフステージ

区関連計画

R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3R2H31/R1H30H29H28H27
2032 （年度）20312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015

子ども・子育て支援
事業計画

教育振興ビジョン

子どもの
貧困対策実施計画

基本計画

1年延長

子ども・若者計画

第2期第1期

●令和5年4月「こども基本法」制定
　令和5年12月「こども大綱」閣議決定

なお、本計画は、子どもだけでなく若者も当事者であることを明確に伝えるため、計画
の名称を「子ども・若者計画」とします。
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1　子どもの貧困対策実施計画の推進と
成果および今後の取組方針
本章では、第 1期計画（平成 27年度～令和元年度）および第 2期計画（令和 2年度

～令和 7年度）の 11年間で、区が注力してきた主な取組と成果をまとめました。

【区民サービスに直接影響のある取組】※くわしくは「詳細ページ」を参照

注力してきた取組 主な成果など� 詳細ページ

（1）�子どもの可能性を広げる経験・体験機会
の充実

様々な経験・体験機会を通じて、児童・生徒
の自己肯定感（※1）が向上した� 11 ページ

（2）�協働・協創の推進（子どもの未来プラッ
トフォームの活性化）

子ども食堂などの子どもの健やかな成長を支
援する地域団体が増えた� 13 ページ

（3）子どもの自立に向けた取組の充実 学力の向上や生活習慣の改善など、自立に向
けた力に向上が見られる� 15 ページ

（4）�健康データ・実態調査等を踏まえた取組
「子どもの健康・生活実態調査」（※2）の結果を
エビデンス（※3）として事業を評価・展開した
� 19 ページ

（5）�外国にルーツを持つ子どもたちへの支援 学びの場（あだち日本語学習ルーム）や居場
所を兼ねた学習支援を拡充した� 21 ページ

（6）�若年者（特に義務教育終了後）の支援体
制の強化

若年者支援協議会（※4）を立ち上げ、区内都立
高校などとの連携体制を構築した� 23 ページ

（7）�妊娠・出産期の手厚い支援を就学期まで
つなげる体制づくり

スマイルママ面接（※5）やこんにちは赤ちゃん
訪問（※6）などの継続実施に加えて、令和 7年
度から、こども家庭センターの機能設置によ
る子ども家庭部と衛生部の連携強化や、生後
5か月から 1歳 4か月までの子がいる家庭の
全世帯訪問を開始した� 25 ページ



10

第
2
章

（※１）自分の価値や存在を肯定的に受け止める感覚。自分を信じ、様々なことに挑戦できる力の基礎となる。
（※２）区立小学１年生を中学２年生まで追跡調査するなど、成長過程の変化、子どもの健康と家庭環境や生活習慣の関係性などを分析。
（※３）「証拠」や「根拠」、「裏付け」を意味する言葉で、ある主張や結論が正しいことを客観的に示す具体的な情報やデータ。
（※４）高校の「中途退学予防の強化」と「中途退学後の支援」を目的に、都立高校やＮＰＯ、都や区の関係機関などで構成する会議体（令和４年１月設置）。
（※５）妊娠届け出後に、保健師との面接を通して妊娠や出産への不安、心身の健康状態などを相談できる。
（※６）生後３か月までの乳児がいる全家庭を対象に、訪問指導員（保健師・助産師）などが健康相談や育児のアドバイスを行う。
（※７）オンラインで乳幼児の発育や発達、食事、歯のケアなど、保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士などの専門職に相談できる。
（※８）すべての子どもが夢や希望を持てる地域社会を目指し、子どもの貧困対策などを支援するために設置した基金（家庭でいう貯金にあたる）。

【区の施策・事業の推進に関する取組】※下記に「主な成果」などをまとめています

注力してきた取組 主な成果など� 詳　細

（8）情報が届きにくい層への対策強化

① �保護者と学校、保育園、幼稚園、学童保育
室および区とのデジタルツールを活用した
情報連絡が可能となった

② �コロナ禍により、対面式に加えて開始した
オンライン育児栄養相談（※7）により、保健
センターに出向くことができない保護者に
対しても、専門職による個別面談を実施で
きるようになった

（9）�一元化データ（子どもの健康情報を区の
システムで集約）のさらなる利活用

① �「子どもの健康・生活実態調査」の結果と、
学校定期健康診断結果などの情報を連携
し、分析に活用している

② �健診などの事業を効果的に実施するため、
データを活用し、対象者の特性を把握して
いる

（10）�「組織間（組織内）」「事業間」などとの
つなぎ目強化

① �あだち子どもの未来応援基金（※8）の活用に
より、各所属で実施している子どもたちの
健やかな成長を支援する取組のさらなる強
化、拡充につながった

② �区の支援が薄くなっていた、義務教育終了
後の高校生世代以上を対象に支援体制をス
タートし、切れ目ない支援を強化した
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（１） 子どもの可能性を広げる経験・体験機会の充実

すべての子ども・若者が多様な体験機会を通じて自己肯定感を高め、成育環境に
関わらず、夢や希望を抱き、将来の可能性が広がるようにする。目的

❶ �令和 4年度から、区立小学校の 5年生全員を対象にプロの舞台芸術（ミュージ
カル）鑑賞体験事業を開始した。

❷ �令和 5年度から、夏休み期間中の子どもたちの体験格差を解消するため、区有
施設での有料の体験講座の無料化事業を実施。令和 6年度からは区立プールな
どの利用料のほか、区内銭湯の協力を得て無料化の範囲を拡大した。

❸ �将来の職業選択のきっかけになるよう、職業体験などのキャリア教育支援事業
を継続的に実施している。

主な
取組

その他の取組

● 自然教室
①小学校自然教室（小 5・小 6）
自然の中で学び、体験を通じて四季の変化や命の大切
さを学び、観察力や協調性を育む

②中学校自然教室（中 1）
農作業体験（田植え、稲刈り）、食文化体験（笹団子
づくり、餅つきなど）、野外炊飯などの多様な体験の
場と機会を創出し、学ぶ意欲を育む

● 授業体験など区内大学との連携
大学の知見や施設を活用し、子どもたちに多様な学び
や体験の機会を創出

● プロスポーツ無料観戦
試合観戦を通じて、スポーツに親しむ機会を広げる

● 芸術文化体験（地域芸術団体との連携）
地元の劇団やアーティストによる音楽演奏体験など、
日常では得られない文化芸術に触れる

● 地域交流イベント参加
町会、自治会や青少年育成団体などが実施する地域の
祭りやボランティア活動などに子どもが参加すること
で、社会性や思いやりを育てる

▲地域学習センターなどで実施する体験講座

▲夏休み期間中は区立プールなどの利用料が無料
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成果 児童・生徒の自己肯定感が向上している

● �「自分にはよいところがある」と回答
した児童・生徒の割合は、年々増加傾
向となっている。

● �「将来の夢や目標がある」と回答した
児童・生徒の割合は、中学生におい
ては横ばいであるものの、小学生に
おいては徐々に増加している。

● �「難しいことでも失敗を恐れずに挑戦
していると思う」と回答した児童・生徒
の割合が増加しており、レジリエンス（※1）
の向上が見られる。

● �様々な体験事業により、子どものレジリエンスの向上につながっている。
今後も効果の検証と改善を行いながら、継続して実施していく。

● �家庭の経済状況や保護者の状況によって、子どもが体験の機会を得られな
い場合があることを踏まえ、すべての子どもが安心して多様な体験に参加
できる環境を整えていく。

今
後
の
取
組
方
針
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＊出典：足立区学力定着に関する総合調査

＊出典：足立区学力定着に関する総合調査

＊出典：足立区学力定着に関する総合調査

（※ 1）�困難や失敗に直面しても立ち直り、柔軟に対応でき
る力。自己肯定感が支えとなり育まれる。
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行政主導から地域との協働・協創へと取組を発展させ、より多くの子どもに支援
が届く地域社会を実現する。

（２）協働・協創の推進（子どもの未来プラットフォームの活性化）

目的

❶ �子ども食堂や子どもの健やかな成長を支援する団体、子育て家庭を支援するフー
ドパントリー運営団体に補助金を交付し、活動を支援している。

❷ �あだち虹色寄附制度（※1）を通じて「子どもの未来応援基金」や「協働・協創パー
トナー基金」への寄附を募り、補助金の原資として活用している。

❸ �令和３年度から、ＮＰＯ活動支援センターが子ども食堂運営団体の交流会を開
始。子ども食堂の立ち上げ支援や、企業から寄附を受けた食材を団体に配る役
割も果たしている。

主な
取組

（※ 1）寄付者が、寄附の際に「使い道」を選ぶことで、自身の想いを足立区の施策や事業に反映させることができる制度

その他の取組

● 子ども食堂スタッフ体験会
子ども食堂のスタッフとの調理体験や、各団体の活動紹介な
どを通じて、既存の子ども食堂への参加や新規立ち上げなど、
区民の積極的な参画を促す

● 大学生ボランティアによるパークリーダー活動
子どもたちが放課後の時間を安全に楽しく過ごせるよう、大
学生などが公園での遊びを見守る活動

─── 以下、補助金を活用した活動事例 ───

● 自然体験を通じた子どもの成長支援活動
キャンプなどの自然体験を通して、チームワーク、自立心、
感謝の心などを育む

● 放課後の居場所支援活動
小学生が放課後に安心して過ごせる居場所を提供

▲子ども食堂

▲子ども食堂スタッフ体験
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成果 子どもを支援する地域団体が増加している

● �子どもたちの多様なニーズに応える
ため、学習支援や居場所づくり、生活
支援など、「子どもを支援する」様々
な活動を行う団体が増えている。

● �令和元年度から６年度にかけて、子
ども食堂は 14か所から 46か所に増
加し、フードパントリーは５か所か
ら 32か所に増加した。

● �あだち子どもの未来応援基金の活用
により、着実に地域の多様な主体の活
動が広がっている。

● �令和３年３月から令和７年３月末ま
でに累計約２億２千７百万円の寄附
が寄せられ、そのうち約２千６百万
円を活用し、延べ 95団体 98事業の
取組を支援した。

● �ＮＰＯ活動支援センターや、あやセンター ぐるぐる（※2）での企画や情報発信
を行い、活動してみたい人、仲間を増やしたい団体を支援していく。

● �各団体が活動に合った支援を円滑に受けられるよう、区の基金を活用した補
助金や、国や都の補助制度の周知を行い、学習支援や子ども食堂などの多様
な活動の機会をさらに広げていく。

● �特に子ども食堂は、子どもたちの居場所づくりと食の支援の充実を図るため、
区内 67小学校の校区ごとに１か所ずつ開設ができるよう支援していく（令
和７年 10月現在、33校区で実施）。

今
後
の
取
組
方
針
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＊資料：子どもの貧困対策・若年者支援課
（注）補助金活用団体以外も含む

＊資料：SDGs・協創推進課

＊資料：子どもの貧困対策・若年者支援課

（※2）綾瀬駅西口高架下にある「やってみたい」を応援する地域の交流拠点。あやセンター主催イベントだけでなく、
「何かイベントをやってみたい」という一般の方が発案した企画など、多様なイベントが実施されている。
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子どもたちが将来の夢を実現できるよう、その基礎となる確かな学力の定着を図る。

（3）子どもの自立に向けた取組の充実 ①【児童・生徒の確かな学力の定着】

目的

❶ �「教員の授業力向上」と「個に応じた学習機会の充実」の 2本柱のもと、教育委
員会と学校現場が一体となって学力定着に向けて施策を進めてきた。

❷ �児童・生徒主体による問題解決を中心とした授業スタイルである「足立スタン
ダード」に基づく授業改善を全校で実践し、「主体的・対話的で深い学び」の実
現に向けて取り組んできた。

❸ �個に応じた学習支援として「そだち指導による個別指導」（※ 1）「中 1 夏季勉強
合宿」（※2）などを実施している。

❹ �さらなる学びの意欲に応える取組として、成績上位で学習意欲も高いが、家庭
の事情などにより塾などの学習機会の少ない生徒を対象にした、無料学習塾「足
立はばたき塾」を継続実施している。

主な
取組

（※１）国語・算数で学習内容の理解につまずきが見られる小学２～５年生（５年生は算数のみ）を対象に、指導経験豊富なそだち指導員が
別教室で１対１の個別指導を行い、つまずきの早期解消と学習意欲の向上に取り組んでいる。

（※２）中学１年生を対象に、夏休み期間中に算数・数学のつまずきを克服し、今後の数学の学習につなげるため、宿泊型と各校に通う通所
型いずれかの方法で、マンツーマン指導を実施している。

その他の取組

● 教科指導専門員派遣
主に、小学校の国語と算数、中学校の国語、数学、英語
の授業改善・充実のため、教員経験豊富で教科指導に
秀でた専門員を学校に派遣し、担当教員の支援や指導、
助言を行う

● MIM（多層指導モデル）を活用した指導
小学 1年生の各クラスの学習や活動において、学習
の基礎となる「流暢な読み」を獲得するため、異なる
学力層の子どもに対応した指導・支援を行う

● 英語チャレンジ講座／英語マスター講座
英語力向上を目指す無料プログラムで、子どもたちが
楽しく学べる環境を提供。基礎から応用までの内容を
カバーし、英語に自信を持てるよう支援する

● AI 型ドリル教材の活用
子どもの理解度に応じた問題を自動で出題するAI 型
ドリル教材を活用し、一人ひとりのつまずきを効果的
に解消しながら基礎学力の定着につなげる

▲中1夏季勉強合宿
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成果 学力が定着、向上している

● �通過率（※3）は、令和元年度と
比較して、小・中学校ともに、
いずれの教科も上回った（※4）。

（※3）目標値以上の正答があった児童・生徒の割合
（※ 4）�令和元年度から問題構成・目標値の算出方法が

変更となったため、左グラフの平成 27年度の
数値は参考値として記載

● �小学校段階で一定の学力の定
着が見られる一方、中学校段
階で伸び悩んでいる傾向が見
られる。

● �小学校では、令和 5年度から
6年度にかけて若干下降した
が、継続して 8割以上の児童
に学習内容の定着が見られる。

● �中学校では、国語と英語に成
果が見られたが、数学は令和
5年度を下回る結果となった。

● �学習につまずきのある児童・生徒への早期支援として、補習や個別指導を引
き続き充実させながら、基礎学力の定着を図る。

● �「そだち指導員」や「中 1夏季勉強合宿」による個別指導を継続し、一人ひと
りのつまずき解消と学習意欲の向上につなげる。

● �「足立はばたき塾」では、令和6年度までに累計1,101人が在籍し、毎年7割
前後の参加者が第一志望校に合格している。一人でも多くの生徒が希望する
難関校に進学できるよう引き続き支援していく。

今
後
の
取
組
方
針

＊出典：足立区学力定着に関する総合調査

＊出典：足立区学力定着に関する総合調査
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望ましい生活習慣と健康に生き抜くための実践力を身につける。

（3）子どもの自立に向けた取組の充実 
② 【子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立】

目的

❶ �平成 19年度から「おいしい給食事業」を実施し、児童・生徒の食への理解や、
料理をつくる人への感謝の気持ちを育み、心身を豊かにすることなどを目指し
ている。

❷ �生活習慣病を予防するために、就学前から「ひと口目は野菜から」と「早寝・
早起き・朝ごはん」などを啓発し、子どもの頃からの健康的な食習慣の定着を
進めている。

❸ �幼児期の歯と口の健康を守るため、すべての年少児（4歳）から年長児（6歳）
を対象に「あだちっ子歯科健診」を進めている。

主な
取組

その他の取組

● あだち食のスタンダード
中学校卒業までに子どもたちに身につけてほしい 3
つの健康的な食の実践力（※1）の取得・定着を目指す
（※1）① 1日 3食野菜を食べるなど、望ましい食習慣を身につける

②栄養バランスのよい食事を選択できる
③簡単な料理を作ることができる

● あだちっ子健康教室
区保健師などによる生活習慣病予防の出前教室。子ど
もが運動や睡眠、食育などの話を通じて正しい生活習
慣を身につける

● あだちはじめてえほん事業
3 ～ 4 か月児健診、1歳 6か月児健診対象の乳幼児
親子に絵本を 1冊プレゼント

● 幼保小連携活動
就学前の子どもが、体験給食や学校探検などの活動を
通じて、生活の決まりや支度の仕方を理解することで、
幼児教育から小学校教育を円滑につなげていく

▲ポスター（左 :H29 年～、右 :R4 年～）

▲足立区広報番組でおいしい給食を PR
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（3）子どもの自立に向けた取組の充実 
② 【子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立】 成果 生活習慣の定着や改善が見られる

● �小学1年生の「ひと口目は野菜
から（ベジ・ファースト）」実践
率は、平成 27年度の 11.5％
から令和６年度には29.4％へ
大幅に増加した。

● �就学前からの継続的な指導に
より、望ましい食習慣の定着
が見られる。

● �子どもの朝ごはん摂取率は、
小学2年生から中学2年生ま
でのどの世代でも、9割前後の
水準となっている。

● �約 10 人に 1人が朝ごはんを
食べていない状況や、年齢が
上がるにつれて朝食を食べな
い児童・生徒の割合に増加傾
向が見られる。

● �「あだちっ子歯科健診」を開始
した平成27年度と比較して、
令和 6年度の年少児（4歳）、
年中児（5歳）、年長児（6歳）
の乳歯のむし歯有病率は大き
く減少した。

● �心身の健全な発達に必要な心と体の基盤を確立するため、食育（野菜摂取
の啓発など）、「早寝・早起き・朝ごはん」、歯みがき、読書、運動遊びなど、
望ましい生活習慣の定着に向けた取組をさらに推進していく。

● �家庭と子ども自身の双方への啓発活動を継続して、子どもの頃
からの生活習慣の大切さについて伝え、実践を促していく。

今
後
の
取
組
方
針

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
止

子どもの朝ごはん摂取率（小学校・中学校）

令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成27年度

小学校2年生 小学校4年生 小学校6年生 中学校2年生

94.1
96.5 95.6

92.1
94.8

96.095.1

90.7

（％）
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96.1 95.7
93.9

91.9

96.2 95.9
94.0

90.8
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91.9
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野菜から食べる子どもの割合（小学校1年生）（％）

平成27年度 平成29年度 令和元年度 令和3年度 令和5年度 令和6年度

11.5

15.8

24.7
27.2

29.4

18.6

乳歯にむし歯がある子どもの割合（％）

令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成27年度

40

30

20

10

0

19.9

10.9
12.7

10.2
8.1

6.3 6.5

30.3

20.0 19.7
17.1 15.9 13.7 12.7

37.8

29.4 29.3
23.9

22.7 21.6
19.3

年少児（4歳） 年中児（5歳） 年長児（6歳）

＊出典 : 第 2期第 1回足立区子どもの健康・生活実態調査

＊出典：足立区学力定着に関する総合調査

＊資料：子ども政策課
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子どもの健康や生活の実態を正確に把握し、分析結果に基づいた効果的な施策を
展開する。

（4）健康データ・実態調査等を踏まえた取組

目的

成果 これまでの調査で見えてきたこと

子どもの健康・生活実態調査の概要

平成 27 年度から区と東京科学大学（旧東京医科歯科大学）が共同で実施。区立小学 1 年生から中学 2 年生
までの追跡調査などにより、子どもの成長過程での変化や、子どもの健康と家庭環境や生活習慣の関係性などを
分析し、その結果を区の様々な施策・事業の展開に活用している。令和 6年度からは、第 2期調査を実施中。

（1）区立小・中学校に在籍する児童・生徒およびその保護者を対象に調査を実施
● �無記名アンケート方式

（2）主な調査項目
● �子どもの健康状態や生活習慣（学校の欠席や入院の状況・運動習慣など）
● �保護者の子どもとの接し方（勉強をみる、一緒に体を動かして遊ぶ、大声で叱るなど）
● �保護者の経済状況（世帯年収、生活必需品の有無など）

（3）調査の分析・活用方法
● �同一児童・生徒の追跡調査による行動・思考の変化や、他年代の調査との比較などによる分析
● �貧困が子どもの健康や生活状況に与える影響の分析
● �子どもや家庭に対する区の支援策の展開や効果測定に活用

5つの望ましい生活習慣（※1）の定着は、子どもたちの自己肯定感や自己制御能力を育み、
レジリエンスの向上に大きく影響する。
（※1）①ひと口目は野菜から食べる、②毎日朝ごはんを食べる、③決まった時間に寝る、④適度な運動を行う、⑤歯みがきを習慣化する

ア 子どもの望ましい生活習慣が、レジリエンスを向上させる。

保護者が困った時に相談できる相手がいる世帯は、子どもの健康面（予防接種の受診率や
自己肯定感など）によい影響を与える。

イ 保護者に相談相手がいると、子どもの健康リスクが軽減する。

（※2）�①高齢者、② 10代～ 20代の若者、③異なる性別、④異なる職業、⑤異なる経済状況、⑥異なる教育歴、⑦異なる世帯構成、⑧異なる国籍

保護者が日常生活の中で関係しうる 8つの特性の人々（※2）との交流のうち、6つ以上の
特性の人々と交流がある場合に、子どものレジリエンスが高くなる可能性がある。

ウ 保護者の他者との交流が、子どものレジリエンスに影響する。
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豊かな人間関係がレジリエンスを高める仕組み

これまでの調査を通して、家
族との関係や社会的なつながり
と、子どもたちの行動（問題
行動または思いやりを示す行動）
との関連について分析しました。
その結果、家庭・学校・地域

それぞれのソーシャルキャピタル
の醸成が、子どもたちのレジリ
エンスを高めることにつながっ
ていくことがわかりました。

● �調査の分析結果を庁内関連部署で引き続き共有し、エビデンスに基づく施
策を展開していく。

● �子どもの健康・生活実態調査を共同実施している東京科学大学から施策に
活かせる提言を受けながら、庁内関連部署と連携し、子どものレジリエンス
の向上や健康増進に効果が見込まれる支援策の更なる充実につなげていく。

今
後
の
取
組
方
針

人と人との関係性や結びつきを資源として捉える考え方です。人々が信頼し合って助け合うこと
で問題が解決され、社会全体を安定させる力となります。

ソーシャルキャピタルとは

家庭

学校

地域
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外国にルーツを持つ子どもたちが安心して教育を受けられる学びの環境を整えな
がら、不安なく日常生活が送れるようにする。

（5）外国にルーツを持つ子どもたちへの支援

目的

❶ �令和 2年度から、中学生を対象とした「あだち日本語学習ルーム」や、小学生
から高校生世代を対象とした「外国にルーツを持つ児童・生徒などに対する学習・
進学支援」を開始。日本語の定着や子ども同士の交流が図れる場を新設した。

❷ �小学校への日本語適応指導講師（※1）の派遣や、中学校への「あだち日本語学習ルーム」
の設置、全校に音声翻訳機を配付し、母語に対応している。

主な
取組

（※ 1）小学校に在籍する、日本語の指導が必要な児童に対して、日本語の学習支援を行う講師。

その他の取組

● 通訳ボランティア派遣事業
外国にルーツを持つ子どもや家庭が学校などでのやり
取りを円滑に行えるよう支援

● 日本語ボランティアグループの支援
「日本語ボランティアグループ」の支援として、ボラ
ンティアの養成やスキルアップ講座を開催

● 足立区外国人実態調査
（令和 3 ～ 7 年度にかけて実施）
生活状況や課題を把握し、支援策の充実につなげるた
めのアンケートやインタビュー調査を実施

● 国際理解教育
他文化に対する理解と協力の精神を育むことを目的
に、外国の文化や言語を学び、地域の多様性を尊重す
る意識を育てる

▲外国にルーツを持つ児童・生徒の居場所を兼ねた学習支援

▲日本語学習支援ボランティア登録者は年々増加している
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外国にルーツを持つ児童・生徒の居場所を兼ねた
学習支援事業の定員・利用数・充足率

令和2年度
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令和3年度

50

28

令和4年度

40 36

令和5年度

50 45

令和6年度

50 49

定員 利用数（最多月）（※2）

成果 学校内・外での支援を拡充した

● �「あだち日本語学習ルーム」の通室生
徒は年々増加（令和2年度から6年
度で約3.6倍）している。

● �大型ディスプレイを用いた視覚的な
学習支援や、生徒のタブレット端末
を用いた音声翻訳支援などにより、一
人ひとりの課題に応じた授業支援を
行った。

● �外国にルーツを持つ児童・生徒の居場
所を兼ねた学習支援は、開始した令和
2年度以降利用者が増加し、令和 6
年度時点でほぼ満員の状態となった。

● �令和 5年度には支援拠点を1か所か
ら3か所に、令和7年度には定員を
50名から75名に拡充した。

（※2）�各月の月末を基準日として、登録者の利用人数が多い月を当
該年度の最多月としている。

＊資料：教育指導課

＊資料：地域調整課

● �居場所を兼ねた学習支援施設は定員を超える利用希望者がいるため、さら
なる拡充が必要である。

● �母語で話せる環境や、気軽に利用できる居場所・支援施設の充実をさらに
図っていく。

今
後
の
取
組
方
針
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高校中退者や高校を卒業後に無業や不安定就労にあるなど、青年期・成人期で課
題を抱える若者を中心に、学び直しや就労を支援することで、社会的な自立を促す。

（6）若年者（特に義務教育終了後）の支援体制の強化

目的

❶ �令和 4年 1月に、高校の「中途退学予防の強化」と「中途退学後の支援」を目的に、
区内の都立高校、NPO、東京都のユースソーシャルワーカー、区の関係機関な
どが連携していく「若年者支援協議会」を立ち上げた。

❷ �令和 5年度を「若年者支援元年」と位置づけ、区が運営する無料塾「足立ミラ
イゼミ」（※1）や、家庭や学校以外の第 3の居場所として学習支援などを行う「高
校生世代の居場所型学習支援」などの支援を開始した。

❸ �令和 6年度に、若者の意見表明と参画の機会創出を目的とし、若者の声を直接
聴く仕組みとして「アダチ若者会議」（※2）を開始した。

主な
取組

（※ 1）�成績上位で学習意欲も高いが、家庭の事情などにより塾などの学習機会の少ない生徒を中心として、民間教育事業者を活用した指導
により難関大学を目指す区の無料学習塾（高校生版足立はばたき塾）。

（※ 2）�若者が主体となって地域課題について意見交換を行う場。参加者の声を直接反映させるとともに、足立区に興味を持ってもらうきっ
かけになることを目指している。

その他の取組

● 高校生・大学生向け給付型奨学金
経済的に支援が必要な学生向けの返済不要の奨学金

● 高校生世代応援支援金
部活動や習い事など、高校生世代の若者のやりたいこ
とを支援する給付金

● 大学等の修学・就職支援
生活困窮世帯の学生を対象に、パソコンや教材、就職
活動のスーツなどの購入費用を支援

● 大学等受験料および模擬試験料助成金
児童扶養手当受給世帯のひとり親家庭や、その他生活
困窮世帯の子どもを対象に、大学の受験料などを助成

● あだち若者サポートテラス（SODA）
若者のメンタルヘルスに関する相談や困りごとを、精
神科医、精神保健福祉士、看護師などの専門チームが
サポートする施設

● 高校生への食の支援
様々な事情により食の支援を必要としている高校生を
対象に、区内飲食店（令和7年度は5店舗）で食事を
無料提供

▲アダチ若者会議

▲経済的に困難な高校生世代向けの支援
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＊令和4年1月から若年者支援協議会の構成

中高接続会議
代
表
者
会
議

中高接続情報交換会
SSW×YSW 情報交換会

高校校内会議
不登校支援連絡会

チャレンジ応援会議

「学ぶ」分科会
「働く」分科会
アダチ若者会議

成果 高校生世代以上の支援を拡充している

● �開設した令和5年度以降、登録率が
増加している。令和7年度10月末現
在、登録率が100％で新規受け入れ
ができない状況となっている。

● �学習支援や「第3の居場所」として、
多くの利用者が進学や就職などにつ
ながってきている。

● �開設した令和4年度と比較して、令
和6年度の相談人数は374人（令和
4年度比 1.6 倍）に増加。延べ相談
件数も4,172件（同 3.2 倍）に増加
した。

● �医療機関や支援団体などへのつなぎ
のほか、ボランティアや就労・アルバ
イトなどの活動につながった事例も
でている。

● �中途退学の未然防止に資する取組に
ついて関係者間で協議する「中高接続
会議」や、若者の社会的自立をサポー
トするため、NPO・地域団体などと
ともに、課題を抱える若者の支援策を
協議する「チャレンジ応援会議」など
の会議を開催している。

今
後
の
取
組
方
針

＊資料：子どもの貧困対策・若年者支援課

＊資料：子どもの貧困対策・若年者支援課

● �義務教育卒業を境に支援が薄くなっている高校生世代以上の若者や保護者
に対して、必要とされる支援策の把握と拡充を図る必要がある。

● �「アダチ若者会議」などを通じて当事者の声を聴き、若者が求める支援や新
たな取組を施策に反映させていく。

● �高校生世代以上の若者や保護者に対して必要な支援が届くよう、
情報発信を強化していく。
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子育て家庭が孤立することなく子どもを養育できるよう、特に妊娠届出時から支
援を要する世帯を把握し、きめ細やかな妊産婦支援を行う。

（7）妊娠・出産期の手厚い支援を就学期までつなげる体制づくり

目的

❶ �あだちスマイルママ＆エンジェルプロジェクト（A
エ ー ス マ ッ プ
SMAP）事業（※1）により、妊

娠期から出産・子育て期まで切れ目ない支援を行ってきた。さらに令和 7年度
からこども家庭センターを機能設置し、子育て支援の相談部門と母子保健部門
がこれまで以上に連携・協力して、家庭の状況やニーズに応じた一体的な支援
を行っている。

❷ �令和 7年度から、子育て家庭の孤独・孤立を防ぐため、生後 5か月から 1歳 4
か月までの子どもがいるすべての家庭を対象とした新たな子育て家庭訪問事業
を開始した。

❸ �令和 7年度から、予防接種や成長の記録などの機能に加え、相談窓口やイベン
ト情報などを紹介する子育てアプリを導入した。

主な
取組

（※ 1）�妊娠・出産・子育て期を通して、親子の健やかな成長を切れ目なく支援するための事業。支援の流れは「気づく → 支える → つなぐ 
→ 見守る」の 4つのステップで構成し、妊娠期から子育て期までの各段階で適切な支援が提供され、継続的に見守る。

その他の取組

● スマイルママ面接
妊娠中の生活や健康状態を把握し、保健師や助産師が
個別のケアプランを作成

● こんにちは赤ちゃん訪問
生後 0～ 3か月の乳児を持つ家庭を対象に保健師や
助産師が訪問し、育児相談や必要な支援を行う

● あだち出産・子育て応援給付金
（妊婦のための支援給付）
スマイルママ面接やこんにちは赤ちゃん訪問事業など
の伴走型相談支援に合わせ、妊娠時と出産時に 5万
円の現金給付により経済的支援を実施

● ファーストバースデーサポート
成長の節目となる 1歳の時にアンケートを実施して
育児状況を把握し、適切な支援につなげる。アンケー
トを返送した方には育児パッケージとして「こども商
品券」（第 1子 :6 万円分、第 2子 :7 万円分、第 3子
以降 :8 万円分）を支給し、経済的支援としても実施

▲妊娠期から切れ目ない支援を実施している
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令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度

94.6

平成30年度
90

92

94

96

98

100
（％）
「こんにちは赤ちゃん訪問を受けて安心した」という設問に対し、

「ややあてはまる」「あてはまる」と答えた親の割合

97.0

95.3
96.0 96.1

94.9

令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度
95％

96％

97％

99％

98％

100％

「育児について相談できる相手がいる」と答えた親の割合
（％）

97.6
97.3 97.4 97.6

令和6年度令和5年令和4年令和3年令和2年平成30年200

250

300

350

400

450

500
（件）

保健センターからこども支援センターげんきの
相談につながった件数

326
357

284

424
401 396

成果 子育て家庭の孤独・孤立の防止につながっている

● �各保健センターなどでの3～ 4か月
児健康診査時に行うアンケートで「こ
んにちは赤ちゃん訪問を受けて安心
した」と回答した保護者の割合は高い
水準を維持している。

● �家族や友人だけではなく、保健セン
ターや子育てサロンなどの関わりに
より、相談できる相手が多様化し、子
どもの健康に良い影響を与えるとと
もに、妊娠・出産期の孤立防止につな
げている。

● �各保健センターでの健診時に、こども
支援センターげんきの心理士を派遣
することで連携が強化され、発達に関
する早期の相談へつながっている。

● �引き続きASMAP事業を推進し、スマイルママ面接などの伴走型相談支援
と、あだち出産・子育て応援給付金（妊婦のための支援給付）などの経済
的支援を組み合わせた母子保健事業を展開していく。

● �支援が必要な妊婦に対しては、母子保健コーディネーターや保健師により、
切れ目ない支援を行っていく。

● �子育て家庭の孤独・孤立を防止するための子育て家庭訪問事業
により、適切な支援につなげていく。

今
後
の
取
組
方
針

＊出典 :3 ～ 4 か月児健康診査時に行うアンケート

＊出典 : ファーストバースデー事業アンケート

＊資料 : 支援管理課
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第 3章では、
「こどもまんなか社会」の実現に向けて

足立区の施策や事業の
方向性を示します。

2026-2030

ADACHI
CHILDREN AND

YOUTH PLAN

「足立区子ども・
若者計画」が目指す
方向性

第 章3
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3 つの視点で施策・事業を評価する

基本理念

柱立て

施策
柱を効果的に達成するための具体的な13の方向性

取組（事業）
各施策を達成するための具体的な手段や方法

29

1　計画の体系図
足立区

こども計画
審議会
-答申 -

視点
3 つの視点を持って
施策・事業を推進する

区が目指すべき方向性

基本理念を実現するために
必要な３つの要素

今後強化すべき課題 強化
昨今の新たな課題 新規

分野横断的な取組姿勢
視点１ 事業の企画・実施・見直しの過程において、

子ども・若者などの声を把握し、反映する工夫が行われているか

子ども・若者等の「意見表明と参画機会」の創出

視点 2 支援や取組の内容が、対象者に応じた方法で発信され、
必要とする人に届く工夫がなされているか

必要とする人に「伝わる情報発信」

視点 3 関係部署や関係機関が連携し、ライフステージや状況の変化に応じて
支援が途切れない体制となっているか

多様なニーズや課題に応じた「切れ目ない支援」



3 つの視点で施策・事業を評価する
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施策の達成度合いを測る110（※3）の指標を設定し評価を実施

すべての子ども・若者の
生き抜く力を育む

柱 1

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

　
　
　
　
　
　
健
や
か
な
成
長
支
援

施策
1-1

31ページ

すべての子ども・若者のウェルビーイングを
ともに考え、ともに進む、アダチ。

～生まれ育った環境に左右されない未来に向かって～

指標で
各施策を評価
具体的な目標数値を
定めて、達成状況を
継続して確認

評価の概要 毎年１回、施策を評価

命
を
守
る
教
育
と
支
援
の
充
実

施策
1-6

確
か
な
学
力
の
定
着
に
向
け
た
支
援

施策
1-2

居
場
所
と
体
験
の
充
実

施策
1-3

社
会
的
支
援（
※
1
）を
必
要
と
す
る

子
ど
も・若
者
へ
の
伴
走
支
援

施策
1-4

未
来
を
拓
く
選
択
の
後
押
し

施策
1-5

安心して子どもを産み
育てられる環境を
充実させる

柱 2

妊
娠
前
か
ら
産
後
期（
※
2
）の
支
援	
施策
2-1

成
長
過
程
に
応
じ
た
支
援

施策
2-2

経
済
的
困
難
世
帯
へ
の
生
活
支
援

施策
2-3

社
会
的
支
援（
※
1
）を
必
要
と
す
る

子
を
守
る
た
め
の
家
庭
支
援

施策
2-4

地域全体で
子ども・若者の
成長を支える

柱 3

こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会
に

　
　
　
　
　
対
す
る
理
解
促
進

施策
3-1

地
域
活
動
へ
の
参
加
促
進

施策
3-2

地
域
団
体
等
に
よ
る
活
動
の
推
進

施策
3-3

41ページ

（※ 1）発達障がい、心身障がい、不登校児童・生徒、ひきこもり、外国ルーツなどで公的な支援を必要としている方への支援
（※ 2）概ね子どもが 1歳になるまでの期間
（※ 3）事業の進ちょくや状況により今後増減する場合あり

39ページ
「3つの視点」も

あわせて確認
それぞれの施策・事業を

3つの視点で展開
できたか確認

学識経験者と
区民の評価
専門的見地と
区民目線の両面
から確認

強化 強化

71ページ

32ページ

強化

強化 強化新規
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2　基本理念
「こどもまんなか社会」の実現に向けて、足立区こども計画審議会の提言を基に、以下

のとおり基本理念を定めます。

（1） 子ども・若者の未来に向けたウェルビーイング
ア �「ウェルビーイング」とは、身体的・精神的・社会的に良好な状態を指し、人生全体を通
じた充実感や安心感が得られている状態を意味しています。

イ �区は、すべての子ども・若者が今を幸せと感じるだけでなく、人生の様々な場面で「や
りたいことをあきらめずに挑戦できる環境」を整え、将来にわたって生きがいや人生の
意義を見いだせる地域社会の実現を目指します。

（2） こどもまんなか社会の実現のために「ともに考え」「ともに進む」
ア 子ども・若者の多様なニーズに応えられる施策や取組を進めていきます。
イ �こども基本法の理念に基づき、子ども・若者や子育て当事者の声を丁寧に聴き、その意
見を施策に反映させるため、「ともに考える」姿勢を重視します。

ウ �また、その意見から見えてくる課題の克服や目標の実現に向け、子ども・若者と「とも
に進む」姿勢を大切にし、伴走型支援や背中を押す支援を行っていきます。

（3） 生まれ育った環境に左右されない未来
ア �区のボトルネック的課題の根底にある「貧困の連鎖」を断つことに重点を置き、これま
での取組の成果を踏まえながら、今後も子どもの貧困対策を緩めることなく着実に進め
ていきます。

イ �「生まれ育った環境に左右されない」という方向性は、区が長年取り組んできた子どもの
貧困対策実施計画において最も重要な理念です。

ウ �厳しい層に目を向け、より困難な状況にある人々をより手厚く支援することで、すべて
の子ども・若者が安心して成長できる足立区を実現します。

すべての子ども・若者のウェルビーイングを
ともに考え、ともに進む、アダチ。

～生まれ育った環境に左右されない未来に向かって～
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3　計画の「柱立て」
基本理念の実現に向け、子ども・若者が様々な支援を受けながら、人生の多様な分岐点

で自分らしい選択ができ、未来に向かって進めるよう、施策や事業を 3つの柱に整理し
て推進していきます。

（1）�子ども・若者が困難な状況にあってもそれを乗り越え、将来に向かって力強く歩む力を育
んでいきます。

（2）�心と体の健やかな成長を基礎として、子ども・若者が自由に意見を表明し、社会に参画で
きる機会を広げます。

（3）�学び・体験・遊びなどの多様な経験を通じて自己肯定感を育み、夢や希望を実現できる力
を高める支援を行います。

柱1 すべての子ども・若者の生き抜く力を育む 【子ども・若者に関する取組】

（1）子育ての喜びを実感し、安心して子どもを産み育てられるまちを目指します。
（2）�妊娠前から出産、子育て期、青年期に至るまでの切れ目ない支援により、安心して子育て

できる環境を創ります。
（3）�経済的に困難な家庭や社会的支援を必要とする家庭に対しては、よりきめ細かく対応して

いきます。

柱2 安心して子どもを産み育てられる環境を充実させる 【子育て家庭への支援】

（1）子ども・若者や子育て家庭が孤立せず、安心して暮らせるまちを目指します。
（2）�区民一人ひとりが「支え手」としての意識を持ち、子ども・若者や子育て家庭を温かく見守り、

支える地域社会を創っていきます。
（3）�地域団体や教育・保育機関、企業などが連携し、地域全体で子ども・若者や子育て家庭を

支えるネットワークを構築していきます。

柱3 地域全体で子ども・若者の成長を支える 【地域における協創と体制整備】
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4　計画推進のために必要な「視点」
基本理念の実現に向けて、子ども・若者施策を分野横断的に推進していくため、共通の

考え方や取組姿勢を「視点」と位置づけます。
以下に掲げる 3つの視点は、子ども・若者が生まれ育った環境に左右されることなく、

ウェルビーイングを高めていくために欠かせない要素であり、本計画に基づくすべての施
策・事業に共通するものとして位置づけ、反映していきます。

（1） 子ども・若者等の「意見表明と参画機会」の創出
ア �子ども・若者が自らの意見を尊重され、社会に影響を与える経験を積むことは、自己肯
定感や自己有用感（※1）、社会の一員としての主体性を高めることにつながります。

イ �自ら意見を表明することが困難な子ども・若者の「声なき声」にも耳を傾け、代弁者と
なる保護者や専門職、支援機関、地域団体が意見しやすい仕組みを構築していきます。

（※1）「他者の役に立っている」という貢献感から生まれる感情

（2） 必要とする人に「伝わる情報発信」
ア �情報が届きにくい対象者にも確実に伝わるよう、様々なツールを活用し、誰もが必要な
情報に容易にアクセスできる仕組みを整えていきます。

イ �孤立しがちな子育て家庭や外国にルーツを持つ保護者などに対しては、家庭訪問や地域
コミュニティを通じた人と人とのつながりも活用し、相手や内容に応じた適切な方法で
情報発信を行っていきます。

（3） 多様なニーズや課題に応じた「切れ目ない支援」
ア �制度の狭間で支援からもれてしまう子ども・若者や子育て家庭がないよう、きめ細やか
な支援の仕組みを構築していきます。

イ �生まれる前から子育て期にかけては、ASMAP事業をはじめとした取組により、家庭の
状況や子どもの特性・ニーズに応じた合理的配慮と支援を行い、早期から切れ目なく支
えていきます。

ウ �義務教育終了後の若者についても、進学・就労・生活面などの多様なニーズや課題に応
じた支援を切れ目なく行い、その社会的自立を後押ししていきます。

次ページ以降に示す「強化」または「新たに取り組むべき課題」は、これらの視点を踏まえ、
今後特に重点的に対応すべき具体的な課題として整理しています。
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5　足立区子ども・若者計画で「強化」
または「新たに取り組むべき」課題
足立区こども計画審議会から、今後さらに強化して取り組むべき課題や、昨今の社会状

況を踏まえた新たな課題が提言されました。本計画の施策や事業の推進にあたっては、こ
れらを重要な課題として位置づけて取り組んでいきます。

（1）外国にルーツを持つ子ども・若者や家庭の支援の充実　 強化

区では、18歳未満の人口全体は減少傾向にある一方、外国籍の 18歳未満人口は近年
増加しています。令和 7年には、18歳未満の外国籍人口は 5,453 人となり、令和 2年
と比べて22.8％増加しました。18歳未満人口88,216人のうち、外国籍人口は6.2％を占
めており、都全体の割合（5.1％）を上回っています。

● �子どもの日本語学習や居場所づくりの取組を進めているが、外国籍の児童・
生徒の増加に伴い、支援が必要な子どもが増えていくことが予想されるた
め、さらなる支援策の検討が必要である。

● �保護者が日本語に馴染めず、日常生活や学校との関係づくりに支障がある
場合もあり、子どもだけでなく、家庭全体へのさらなる支援が必要である。

● �外国人実態調査を通じて外国人コミュニティへの参加状況な
どを把握し、母語で話せる環境や、気軽に利用できる居場所・
支援施設の充実を図っていく。

今
後
の
取
組
方
針

18歳未満総人口
令和7年令和6年令和5年令和4年令和3年令和2年平成31年

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
区民人口（18歳未満）の推移（人） （人）

4,271人
（4.39%）

97,335

4,440人
（4.64%）

95,679

4,382人
（4.66%）

93,995

4,363人
（4.74%）

92,058

4,500人
（4.98%）

90,379

4,877人
（5.46%）

89,264

5,453人
（6.18%）

88,216

18歳未満外国人人口
＊出典：足立区住民基本台帳（各年１月１日）

H27 R2 R6 R7

外国籍 児童・
生徒数 割合 外国籍 児童・

生徒数 割合 外国籍 児童・
生徒数 割合 外国籍 児童・

生徒数 割合

小学校 750 31,322 2.4％ 1,305 31,215 4.2％ 1,556 29,127 5.3％ 1,680 28,678 5.9％

中学校 312 14,232 2.2％ 453 13,387 3.4％ 517 13,383 3.9％ 619 13,295 4.7％

合計 1,062 45,554 2.3％ 1,758 44,602 3.9％ 2,073 42,510 4.9％ 2,299 41,973 5.5％

＊資料：学務課
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（2）子ども・若者の命を守る教育と支援　 新規

近年、自殺や交通事故など子ども・若者の命に関わる深刻な事案に加え、ネット犯罪や
闇バイト、薬物の過剰摂取などの問題が増加しています。また、児童虐待の相談件数も
令和 2年度に比べて増加しています。

飲酒、喫煙、深夜の徘徊、その他、自己または他人の徳性を害するこれらの行為をしている少年が「不良行為少年」として補導の対象とされる。

● �子ども・若者自身が身を守る知識を習得し、適切な行動をとれ
るよう規範意識を高めるとともに、命を守る実践的な取組を進
めていく。

● �ネット犯罪や闇バイト、薬物の過剰摂取などの背景には、虐待
やトラウマ、貧困といった家庭の要因も考えられる。要因分析
とともに、有効な対策・対応を検討・推進していく。

今
後
の
取
組
方
針

全国20歳代 全国20歳未満
令和6年令和5年令和4年令和3年令和2年令和元年 0

5
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
年齢階級別自殺者数の年次推移（人）
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2,029

2

15763

2,415
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18783
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18773
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18
761
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足立区20歳未満 足立区20歳代

＊資料：こども家庭相談課

＊出典：警視庁「少年育成活動の概況」

＊出典：厚生労働省
「人口動態統計」

虐待該当数
令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度
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虐待相談件数

補導割合順 1 2 3 4 5

区名 墨田区 渋谷区 足立区 港区 台東区

6～ 18歳人口（A） 22,418 18,602 65,367 26,390 13,946

補導件数（B） 1,033 788 2,655 942 415

割合（B／A） 4.61％ 4.24％ 4.06％ 3.57％ 2.98％

補導状況
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（参考）
平成28年度
n＝693

（参考）
令和5年度
n＝1,327

0％

20％

40％

60％

80％

100％
ひとり親世帯の経済状況

非常に苦しい

やや苦しい

普通

ややゆとりがある

ゆとりがある

無回答

17.3

44.0

32.2

4.8 0.7

24.8

43.9

27.3

2.0 0.91.0 1.1

n ＝ 苦しい 普通 ゆとりがある その他
TOTAL 1918 43.1 38.9 5.6 2.4
～ 399万円以下／子ども 1人 159 74.2 22.6 0.0 3.1
～ 399万円以下／子ども 2人 86 79.1 16.3 3.5 1.2
～ 399万円以下／子ども 3人以上 30 73.3 23.3 3.3 0.0
400 ～ 599万円／子ども 1人 173 64.7 29.5 5.2 0.6
400 ～ 599万円／子ども 2人 136 58.1 36.0 2.9 3.0
400 ～ 599万円／子ども 3人以上 37 70.3 27.0 2.7 0.0
600 ～ 799万円／子ども 1人 166 44.0 40.4 14.5 1.2
600 ～ 799万円／子ども 2人 157 47.8 44.6 7.0 0.6
600 ～ 799万円／子ども 3人以上 55 47.3 43.6 5.5 3.6
800 ～ 1,199 万円／子ども 1人 208 26.0 48.1 24.0 1.9
800 ～ 1,199 万円／子ども 2人 211 24.6 53.1 19.9 2.4
800～ 1,199万円／子ども3人以上 71 40.8 43.7 14.1 1.4
1,200 万円以上／子ども 1人 97 6.2 35.1 56.7 2.0
1,200 万円以上／子ども 2人 123 8.1 48.8 42.3 0.8
1,200 万円以上／子ども 3人以上 34 20.6 23.5 52.9 2.9
収入なし／子ども 1人 7 100.0 0.0 0.0 0.0
収入なし／子ども 2人 0 0.0 0.0 0.0 0.0
収入なし／子ども 3人以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0
答えたくない／子ども 1人 60 45.0 41.7 6.7 6.6
答えたくない／子ども 2人 54 31.5 53.7 11.1 3.7
答えたくない／子ども 3人以上 26 23.1 46.2 11.5 19.1
無回答 28 42.9 25.0 14.3 17.9

（3）経済的に困難な世帯へのより手厚い支援　 強化

区の就学援助率や、子どもの健康・生活実態調査における「生活困難世帯」（※1）の割合は
減少している一方で、「足立区ひとり親家庭アンケート調査」や「足立区子育てアンケート」（※2）

では、経済的な厳しさを訴える状況が見られます。

● �足立区ひとり親家庭アンケート調査（令和 5年度）では、世帯の経済状況に
ついて「非常に苦しい」「やや苦しい」と回答した割合が平成 28年度に比べ 7.4
ポイント増加しており、ひとり親世帯の厳しい生活実態が伺える。ひとり親世
帯への継続的な支援が必要である。

● �一方、経済的な困難はひとり親世帯に限らず、多子世帯など
にも同様の傾向があり、より幅広い層へのきめ細かな支援を
検討していく。

今
後
の
取
組
方
針
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＊資料：学務課 ＊出典：第２期第１回子どもの健康・生活実態調査

※ 1�「子どもの健康・生活実態調査」でいう「生活困難世帯」とは、以下A・B・Cのいずれか一つでも該当する場合と定義
A	 世帯年収 300 万円未満の世帯
B	 生活必需品の非所有世帯（子どもの生活において必要と思われる物品や急な出費に備えた5万円以上の貯金がないなど）
C	 水道・ガスなどのライフラインの支払い困難経験世帯

＊出典 : 足立区ひとり親家庭アンケート調査
（左 : 平成 28年度、右 : 令和 5年度）

＊出典 : 足立区子育てアンケート（令和 6年度）
（※ 2）�区内在住で 0 ～ 22 歳の子どもが 1 人以上いる世帯から無作為抽出した

6,000 世帯が対象
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（4）家庭や学校以外の「第３の居場所」の確保　 強化

国は、「こどもの居場所づくりに関する指針」を閣議決定し、子ども・若者が安心して
過ごせる多様な居場所の整備を推進しています。また、大人の視点でつくられる場は、
求められる居場所とのギャップが生じやすいため、当事者の意見を聴きながら進めるべき
としています。
区では、令和６年度から、当事者の声を直接聴く仕組みである「アダチ若者会議」を

実施し、「安心して過ごせる居場所」をテーマの一つとして、若者の声を踏まえながら検討
を進めています。

・ �勉強や雑談ができるスペース
・ カフェのように気軽に立ち寄れる場所
・ 相談できる大人がいる、強制されない活動の場
・ 自分の意見を安心して言える、同世代の仲間とつながれる環境 など

令和４年度に内閣府から報告された「子供・若者白書」では「安心できる場所を複数もっ
ている子ほど、自己肯定感が高い」とされています。

● �子どもや若者の意見を聞きながら、多様化するニーズに応えられる居場所づ
くりを進めていく。

● �地域学習センターのフリースペースなど、公共施設で実施している居場所事
業の利用を促進するため、さらに周知を図っていく。

● �子ども・若者がより身近な居場所を利用できるよう、補助金の活用を促し、
民間の力も活用していくとともに、「あやセンター ぐるぐる」などを核として、
地域における居場所づくりを広げていく。

今
後
の
取
組
方
針

アダチ若者会議で出された若者が求める居場所の例

＊出典 : 内閣府
「令和 4年度子供・若者白書」
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（5）地域全体で子ども・若者の成長を支える仕組みの構築　 強化

区民一人ひとりが子ども・若者や子育て家庭を温かく見守り、「支え手」としての役割
を意識し、地域全体で「こどもまんなか社会」の考え方を共有するための啓発活動を推進
する必要があります。
子ども・若者の成長を家庭だけでなく地域全体で支えるという考えのもと、地域団体や

教育・保育機関、企業などが連携し、支援の機運を高めます。あわせて、子ども・若者や
家庭の課題を早期に把握し、必要な支援につなぐ仕組みづくりを進めます。

● �地域全体で「こどもまんなか社会」の考え方を共有し、区民一人ひとりが子
ども・若者の成長の「支え手」であることへの理解促進・啓発活動を推進する。

● �大学生などの若者が、保護者や学校の教職員以外で、子どもたちにとって安
心して頼れる「第３の大人」となれるよう、出会いの場の創出を進めるとと
もに、「伴走者」や「キーパーソン」との関係づくりを進めていく。

● �要保護児童の発見・支援・予防・保護と、要支援児童やその保護者を支援す
るネットワークにより、養育困難世帯やヤングケアラーなど各家庭個別の状
況に応じて、必要な機関と情報を共有し、連携と役割分担で的確に支援して
いく。

今
後
の
取
組
方
針
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6　計画の推進体制と評価
（1）PDCA サイクル（※ 1）による計画の点検・評価

本計画開始後の点検、評価は年度ごとに実施し、本計画に基づく施策の成果や課題など
についてまとめ、その結果を公表します。
また、計画の実効性を高めるため、子ども・若者の意見、住民ニーズなどを的確にとらえ

ていくとともに、PDCAサイクルで、計画の進ちょく状況を年度ごとに整理し、必要に
応じて、施策や事業の見直しを行います。

（※1）�「Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）」という一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務などの改善や効率化を図る考
え方の一つ

●子ども・若者からの
　意見聴取

計画を
作成する

改善
ACTION 評価

CHECK

実行
DO

計画
PLAN

●事業の継続・拡充、見直し
●施策や事業の見直し

改善し
次回に繋ぐ

●内部評価：施策単位
●外部評価：詳細は
　次ページ参照

行動を
評価・分析する

●行政、区民、事業者、
　関係機関などの連携

計画を
実行する
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（2）評価方法
本計画を効率的・効果的に推進するため、以下のとおり評価方針を定めます。

ア 実施内容
（ア）施策指標の把握、点検　毎 年

13施策ごとに設定した施策指標について実績値を把握し、施策の実施状況や達成
状況を点検

（イ）施策評価　令和9、10、11年度
3か年かけて全13の施策を評価（年4、5施策ごとの評価を想定）

（ウ）総括評価　令和12年度
次期計画の方向性を整理

イ 評価者
庁内評価および外部の委員による評価を実施する。	

視点 1 　子ども・若者等の「意見表明と参画機会」の創出
視点 2 　必要とする人に「伝わる情報発信」
視点 3 　多様なニーズや課題に応じた「切れ目ない支援」

計画推進のための必要な「視点」も実施状況を確認

総括評価R10施策評価R9施策評価R8施策評価施策評価・
総括評価

施策指標の
把握・点検

計画期間

R13R12R11R10R9R8
2026 2027 2028 2029

※計画策定年度
2030 2031

足立区子ども・若者計画

ウ 公表
区ホームページで公表

エ その他
評価方法の詳細は、本計画に基づき別途定める。

（ア）庁内評価
区 :行政評価（重点プロジェクト事業評価、各施策・事務事業評価）

（イ）外部評価
学識委員 :子どもの貧困対策などに関係する専門的知見による評価
区民委員 :施策の取組状況や施策指標の達成状況などについて区民目線で評価
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第 4章では、
子ども・若者計画で取り組むことを
施策別に現状と課題、施策の方向性、

指標などで整理しています。

2026-2030

ADACHI
CHILDREN AND

YOUTH PLAN

柱立て・施策別の
具体的な取組

第 章4
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第 4章では、
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現　状 課　題

1

発達に応じた支援
❶  発達に関する相談は年々増加傾向にある。
❷  「発達特性」への理解が浸透したことで、相談内容が多様化して

いる。

ア  相談件数が増えると相談予約から相談
実施までの期間が長くなる。

イ  様々な相談に、迅速かつ寄り添った
支援体制の構築が必要である。

2
障がいのある子どもへの支援
❶  早期療育の重要性の認識が高まり、障害児通所支援の利用希望が

増加している。

ア  療育が必要な子どもが早期に適切な
支援を受けられる体制が必要である。

3

不登校支援
❶  不登校児童・生徒数は平成 26 年度の 878 人に対し、令和６年度は

1,542 人にまで増加している。
❷  不登校児童・生徒の増加に伴い、子どもたちの課題に対応する

スクールソーシャルワーカー（SSW）の相談件数も増加傾向に
ある。課題も複雑化しており、解決・改善に向けた支援が長期化
している。

ア  不登校の要因を調査・分析し、不登校
の未然防止と早期対応に取り組む必要
がある。

イ  不登校の児童・生徒に対応した多様
な学びの場の確保と社会的自立の支援
が必要である。

4

ひきこもり支援
❶  ひきこもり状態に悩む本人は、令和元年の区の試算で約 6,400 人

と推計している。
❷  ひきこもり家族連絡会や支援団体などで構成するひきこもり支援

協議会と同支援検討部会を設置し、具体的な支援策を検討・決定
している。

ア  推計値と毎年の相談実人数（200 人程
度）を比較すると、相談や支援につな
がらない方が未だ多くいると考えられ
る。

イ  ひきこもりに対する誤解や偏見が根強
くあり、相談や支援の妨げの一因と
なっている。

5

外国にルーツを持つ子どもへの支援
❶  令和７年１月の区内における 18 歳以下の外国籍の人口は 5,453 人

となり、令和元年度の 4,271 人と比べて約 1.3 倍となっている。
❷  外国にルーツを持つ子どもなど日本語が不得意な児童・生徒が

一定数おり、こうした子どもに対する学ぶ権利の保障が求めら
れている。

ア  あだち日本語学習ルームや学校外に
おける居場所を兼ねた学習支援の利用
需要は高まっている。

イ  多様な背景に応じた個別の支援が必要
である。

施策の方向性 関連する主な取組
A  増加、多様化する相談内容に迅速かつ寄り添った対応ができる

よう、相談場所の確保や、OJT 研修などによる職員の質の向上を
図る。

B  保健センターでの発達相談や定期健康診査時の心理相談などの
機会を捉え、引き続き必要な支援につなげる。

■  発達相談
■  ４歳児対象の「気づきのしくみ」の構築
■  心理士巡回指導
■  発達支援コーディネーター育成などの専門研修
■  特別支援教室
■  スクール・アシスタント

A  関係機関との連携により早期にニーズを把握し、速やかに通所へ
つなげていく。

■  児童発達支援
■ 放課後等デイサービス
■ 療育相談

A  令和７年度に実施したすべての児童・生徒を対象としたアンケート
結果から、不登校の要因などを分析し、未然予防や対応策に
つなげていく。

B  令和９年度末までに、中学校全校にスモール・ステップ・ルーム
（SSR）の設置を進めていく。小学校については、中学校の実施
結果を検証しながら設置を検討していく。

■  SSW、スクールカウンセラー（SC）による
支援

■ 教育相談
■ 登校サポーターの配置
■ SSR の設置
■ 家庭学習支援事業（家庭教師派遣）
■  チャレンジ学級、あすテップ、居場所を兼

ねた学習支援

A  ひきこもり本人の生きづらさに寄り添い、本人とその家族の
生きる意欲の回復につなげる支援をしていく。

B  令和７年度に実施したひきこもりに関するアンケート調査の
分析結果をもとに、一人でも多くの本人や家族を支援につなげ、
より効果的な支援策を検討・実施していく。

■  セーフティネットあだち
■ ひきこもり支援セミナーの実施
■ 足立ひきこもり家族会への支援
■ 若年層のひきこもり支援事業

A  毎年の申込状況を見ながら、居場所を兼ねた学習支援の受け入れ
定員を拡充し、日本語学習を希望する子どもが必要な支援を受け
られる体制を整えていく。

B  あだち日本語学習ルームに通室した生徒が支援プログラムを通し
て日本語を習得することにより、学ぶ権利を保障できるよう支援
していく。

■  外国にルーツを持つ子どもに対する学習支
援 ≪拡充≫

■  外国にルーツを持つ子どもを支援する団体が
形成するネットワーク「あだちまるかるネッ
ト」

■  あだち日本語学習ルーム ≪拡充≫

柱  1

施策 1-4

目指す姿

すべての子ども・若者の生き抜く力を育む

社会的支援を必要とする子ども・若者への伴走支援

課題や困難を解決、軽減するための
個々のニーズに合った
サポートが受けられている。

主な施策指標 ※施策 1-4 に関するすべての指標は 72、76、77 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 こども支援センターげんきにおいて
1 か月以内に発達相談を受けられた割合 44.8％ 100％

2 障がい福祉センター幼児発達支援室に療育受付面接を
申し込んだ幼児のうち、実際に療育につながった割合 85％ 90％（※1）

3 不登校児童・生徒の発生率 小学校1.94％
中学校7.29％

小学校1.01％
中学校4.91％

4 包括的相談（まるごと相談）およびセーフティネット事
業でひきこもり状態からステップアップ（※２）した人数 14人 40人

5 外国にルーツを持つ児童・生徒の居場所を兼ねた
学習支援の利用者数 49人 157人

（※ 1）面接までの間に保護者の意向が変わったり、民間療育を利用するケースがあるため 100％とならない
（※ 2）相談から居場所事業やボランティアや就労などの社会参加につながること
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【施策ページの見方】

■施策
基本理念を達成するために
行う具体的な取組を記載し
ています。

■目指す姿
施策が進むことで達成する
「良い状態・望ましい状態」
を記載しています。

■現状
本計画策定時（令和7年度）
の施策に関する主な状況を
記載しています。

■課題
改善すべき課題や問題点等を記載しています。

■SDGs アイコン
17 の SDGs のゴールのうち、
施策に関連する主なものを示し
ています。

■柱
①子ども・若者支援、②子育て
家庭支援、③地域理解と活動の
3つの柱で 13の施策を整理し
ています。
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現　状 課　題

1

発達に応じた支援
❶  発達に関する相談は年々増加傾向にある。
❷  「発達特性」への理解が浸透したことで、相談内容が多様化して

いる。

ア  相談件数が増えると相談予約から相談
実施までの期間が長くなる。

イ  様々な相談に、迅速かつ寄り添った
支援体制の構築が必要である。

2
障がいのある子どもへの支援
❶  早期療育の重要性の認識が高まり、障害児通所支援の利用希望が

増加している。

ア  療育が必要な子どもが早期に適切な
支援を受けられる体制が必要である。

3

不登校支援
❶  不登校児童・生徒数は平成 26 年度の 878 人に対し、令和６年度は

1,542 人にまで増加している。
❷  不登校児童・生徒の増加に伴い、子どもたちの課題に対応する

スクールソーシャルワーカー（SSW）の相談件数も増加傾向に
ある。課題も複雑化しており、解決・改善に向けた支援が長期化
している。

ア  不登校の要因を調査・分析し、不登校
の未然防止と早期対応に取り組む必要
がある。

イ  不登校の児童・生徒に対応した多様
な学びの場の確保と社会的自立の支援
が必要である。

4

ひきこもり支援
❶  ひきこもり状態に悩む本人は、令和元年の区の試算で約 6,400 人

と推計している。
❷  ひきこもり家族連絡会や支援団体などで構成するひきこもり支援

協議会と同支援検討部会を設置し、具体的な支援策を検討・決定
している。

ア  推計値と毎年の相談実人数（200 人程
度）を比較すると、相談や支援につな
がらない方が未だ多くいると考えられ
る。

イ  ひきこもりに対する誤解や偏見が根強
くあり、相談や支援の妨げの一因と
なっている。

5

外国にルーツを持つ子どもへの支援
❶  令和７年１月の区内における 18 歳以下の外国籍の人口は 5,453 人

となり、令和元年度の 4,271 人と比べて約 1.3 倍となっている。
❷  外国にルーツを持つ子どもなど日本語が不得意な児童・生徒が

一定数おり、こうした子どもに対する学ぶ権利の保障が求めら
れている。

ア  あだち日本語学習ルームや学校外に
おける居場所を兼ねた学習支援の利用
需要は高まっている。

イ  多様な背景に応じた個別の支援が必要
である。

施策の方向性 関連する主な取組
A  増加、多様化する相談内容に迅速かつ寄り添った対応ができる

よう、相談場所の確保や、OJT 研修などによる職員の質の向上を
図る。

B  保健センターでの発達相談や定期健康診査時の心理相談などの
機会を捉え、引き続き必要な支援につなげる。

■  発達相談
■  ４歳児対象の「気づきのしくみ」の構築
■  心理士巡回指導
■  発達支援コーディネーター育成などの専門研修
■  特別支援教室
■  スクール・アシスタント

A  関係機関との連携により早期にニーズを把握し、速やかに通所へ
つなげていく。

■  児童発達支援
■ 放課後等デイサービス
■ 療育相談

A  令和７年度に実施したすべての児童・生徒を対象としたアンケート
結果から、不登校の要因などを分析し、未然予防や対応策に
つなげていく。

B  令和９年度末までに、中学校全校にスモール・ステップ・ルーム
（SSR）の設置を進めていく。小学校については、中学校の実施
結果を検証しながら設置を検討していく。

■  SSW、スクールカウンセラー（SC）による
支援

■ 教育相談
■ 登校サポーターの配置
■ SSR の設置
■ 家庭学習支援事業（家庭教師派遣）
■  チャレンジ学級、あすテップ、居場所を兼

ねた学習支援

A  ひきこもり本人の生きづらさに寄り添い、本人とその家族の
生きる意欲の回復につなげる支援をしていく。

B  令和７年度に実施したひきこもりに関するアンケート調査の
分析結果をもとに、一人でも多くの本人や家族を支援につなげ、
より効果的な支援策を検討・実施していく。

■  セーフティネットあだち
■ ひきこもり支援セミナーの実施
■ 足立ひきこもり家族会への支援
■ 若年層のひきこもり支援事業

A  毎年の申込状況を見ながら、居場所を兼ねた学習支援の受け入れ
定員を拡充し、日本語学習を希望する子どもが必要な支援を受け
られる体制を整えていく。

B  あだち日本語学習ルームに通室した生徒が支援プログラムを通し
て日本語を習得することにより、学ぶ権利を保障できるよう支援
していく。

■  外国にルーツを持つ子どもに対する学習支
援 ≪拡充≫

■  外国にルーツを持つ子どもを支援する団体が
形成するネットワーク「あだちまるかるネッ
ト」

■  あだち日本語学習ルーム ≪拡充≫

柱  1

施策 1-4

目指す姿

すべての子ども・若者の生き抜く力を育む

社会的支援を必要とする子ども・若者への伴走支援

課題や困難を解決、軽減するための
個々のニーズに合った
サポートが受けられている。

主な施策指標 ※施策 1-4 に関するすべての指標は 72、76、77 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 こども支援センターげんきにおいて
1 か月以内に発達相談を受けられた割合 44.8％ 100％

2 障がい福祉センター幼児発達支援室に療育受付面接を
申し込んだ幼児のうち、実際に療育につながった割合 85％ 90％（※1）

3 不登校児童・生徒の発生率 小学校1.94％
中学校7.29％

小学校1.01％
中学校4.91％

4 包括的相談（まるごと相談）およびセーフティネット事
業でひきこもり状態からステップアップ（※２）した人数 14人 40人

5 外国にルーツを持つ児童・生徒の居場所を兼ねた
学習支援の利用者数 49人 157人

（※ 1）面接までの間に保護者の意向が変わったり、民間療育を利用するケースがあるため 100％とならない
（※ 2）相談から居場所事業やボランティアや就労などの社会参加につながること
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※原則として、現状値は令和 6年度、目標値は令和 12年度とします。
※調査の実施時期などにより、年度が前後する場合があります。
※令和7年度現在、データのないものは（新規指標）と表示しています。
※目標値が現状値と同じ値は「現状維持」と表示しています。
※�他の計画で設定した目標値を現状値が上回っている指標は「○○％
以上を維持」と表示しています。

※�令和 8年度中に、予算を増やす取組や新し
く始める取組については、それぞれ≪拡充≫
≪新規≫と表示しています。

※�第 4 章の「関連する主な取組」にも載せて
いる取組については、【再掲】と表示してい
ます。

■主な施策指標
この施策の成果を図るための主
な指標です。

■施策の方向性
施策を進めるための具体
的な行動や方針などを記
載しています。

■関連する主な取組
施策に関連する主な事業
や活動などを記載してい
ます。
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現　状 課　題

1

望ましい生活習慣の定着を図る
❶ �貧血・小児生活習慣病予防健診において「正常」または「管理不要」
と判定された生徒の割合は、7～ 8割程度で推移している。

❷ �あだちっ子歯科健診などの取組により、むし歯がある年長児の割
合は、平成 27 年度の 37.8％から令和 6年度の 19.3％へ 18.5
ポイント改善している。

❸ �子どもの健全な発達を促進するため、主に年長児に向け、「早寝・
早起き・朝ごはん」の取組を実施している。

ア �ベジ・ファーストや食後の歯みがき
などの望ましい生活習慣の定着を推進
する必要がある。

イ � 令和 6年度のむし歯がない小学 1年
生の割合は、生活困難世帯では非生活
困難世帯よりも9.6ポイント低く、差が
生じている。

ウ �令和 6年度の 4、5歳児向けの「生活・
ベジタベアンケート」では、推奨さ
れる 10～ 13時間の睡眠を確保でき
ている子どもは約 17％にとどまり、
デジタル機器を日常的に利用する子ども
も多い。

2

豊かなこころを育む
❶ �教育活動全体を通じて自尊心や他者尊重、多様性への理解促進、
人権意識の育成を進めている。令和 6年度では、いじめはいけな
いことと認識する児童・生徒の割合は、東京都平均を上回って
いる。

❷ �子どもの健康・生活実態調査では保護者に「困った時に相談でき
る相手がいる」場合、子どもの健康リスクが軽減することが
明らかになっている。また、保護者が様々な人々と交流がある
場合、子どものレジリエンスが高まる可能性がある。

ア �自分も相手も尊重する豊かな心、互い
を認め合う心を育んでいく必要がある。

イ �望ましい生活習慣が十分に定着して
いない子どもに対して、心の健康や
レジリエンスを育む取組の拡充が必要
である。

ウ �町会・自治会の加入率が低下するなど、
地域と保護者とのつながりが希薄化し
ている傾向が見られる。

3

健やかなからだを育む
❶ �「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」では、令和 5 年度に
おける小学 5 年生、中学 2 年生の男女の体力は、中学生女子を
除き東京都平均と同程度以上となっている。

❷ �同調査で、毎日運動すると回答した小学 1年生の割合は平成 30
年と比べて 10ポイント以上増加している。

❸ �朝食の欠食や、夏休み中の食の確保が困難な子どもや若者を対象
に、食の支援を行っている。

ア �「全国体力・運動能力、運動習慣等調
査」の結果、小・中学校ともに都平
均を下回る種目があり、毎日 60分以
上運動する児童・生徒の割合も低い
傾向がある。

イ �経済的な事情やネグレクトなどにより
家庭で安定して食事をとることが難し
い子ども・若者に対する支援が必要
である。

柱  1

施策 1-1

目指す姿

すべての子ども・若者の生き抜く力を育む

こころとからだの健やかな成長支援

望ましい生活習慣が身につき、
豊かなこころと健やかなからだが
育まれている。
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施策の方向性 関連する主な取組
A �食育事業の推進などを通して、生活習慣病に関する正しい知識
の習得や家庭での望ましい生活習慣づくりを進め、子どもの健
やかな成長を支える。

B �食後の歯みがきを推進するとともに、生活困難世帯と非生活困難
世帯の子どものむし歯のない割合の差を縮められるよう、効果
的な取組を推進していく。

C �「早寝・早起き・朝ごはん」を推進する一環として、デジタル機器
の適切な活用方法についてなど、幼少期から親子で一緒に考え
ていけるよう啓発していく。

■ �おいしい給食事業
■ �幼稚園や学童保育室向け栄養教室
■ �貧血・小児生活習慣病予防健診
■ �高校生向け栄養教室
■ �歯と口の健康習慣づくりの推進（6歳臼歯
健康教室、あだちっ子歯科健診 など）

■ �早寝・早起き・朝ごはんの啓発

A �いじめについて学校で話し合うなど主体的に取り組む活動を
通じて、人権尊重の意識の向上を図るとともに多様性や互いを
認め合う心を育み、いじめを防止できる環境づくりを推進する。

B �望ましい生活習慣の定着に加え、文化芸術や読書活動などに
触れる機会を推進し、子どもの心の健康やレジリエンスを育む。

C �保護者が地域の多様な人々と交流し、互いに支え合う関係を
広げることで、子どもの成長を支える地域環境づくりを進める。

■ �いじめ相談
■ �いじめに関するアンケート調査
■ �文化芸術に触れる機会の創出
■ �あだちはじめてえほん事業（乳幼児からの
読書習慣の定着）

■ �町会・自治会、PTAによる子どもとの交流・
支援活動

A �児童・生徒一人ひとりが ICTを必要なタイミングで活用し、運動
方法や健康に関する知識を取得できるよう、授業改善を図る。
スポーツ団体と連携し、教員研修を通じて指導方法を学び、運動
習慣の定着を図る。

B �家庭の事情で食の確保が困難な子ども・若者の学校生活に影響
が出ないよう、学校と協力して、食の支援を継続していく。

■ �小学生なわとびチャレンジ
■ �投力向上に向けた取組
■ �食の確保が困難な子ども・若者への食の支
援（夏休み期間中の食の支援、欠食児童・
生徒への支援、高校生への食の支援）

主な施策指標 ※施策 1-1 に関する指標は 71、74、75 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 貧血・小児生活習慣病予防健診で「正常」または「管
理不要」と判定された生徒の割合

78.2％
（中学2年男子）

72.4％
（中学2年女子）
（令和5年度）

81％
（中学2年男子）

79％
（中学2年女子）
（令和11年度）

2 「いじめはどんなことがあってもいけないことだと思
う」に肯定的な回答をした小・中学生の割合

小学生 96.4％
中学生 95.5％

小学生 100％
中学生 100％

3
「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」で「運動（体
を動かす遊びを含む）やスポーツをすることは好き」
に肯定的な回答をした割合

88.8％ 88.1％以上を
維持
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現　状 課　題

1

就学前から「学ぶ力」の基礎を身につける
❶ �幼児期の経験を通して、基本的生活習慣（挨拶や返事、姿勢保持、
話を聞く）を身につけることは、学ぶ意欲の基盤となる態度・習慣
として、「あだち幼保小接続期カリキュラム」で示しており、幼児
教育から小学校教育への円滑な接続に向けて小学校と保育園、幼稚
園などの保育機関と連携した取組を進めている。

ア �小学校教諭と保育士・幼稚園教諭と
の間の教育・保育内容や子どもたち
の生活習慣、発達などへの共通理解
を深め連携を強化する必要がある。

イ �人間形成の基礎を培う重要な時期で
ある乳幼児期に質の高い保育、教育
を保障する必要がある。

2

教員の授業力向上
❶ �「全国学力・学習状況調査」や「足立区学力定着に関する総合調査」
などから見えた学習状況の把握と分析に基づき、きめ細かい学習
指導に取り組んでいる。

❷ �児童・生徒が「自ら進んで学ぶ」問題解決を中心とした授業スタ
イル「足立スタンダード」に基づき、「わかる授業」「魅力ある授業」
を実践している。

❸ �令和 3年度に児童・生徒一人一台のタブレット端末が整備され、
授業のねらい達成に向けたツールとして活用している。

ア �「足立区学力定着に関する総合調査」
において「勉強は好きだ」との問い
に肯定的な回答をした児童・生徒の
割合は、小学校・中学校ともに低下
傾向にある。

イ �ICT の活用に関して、学校間、教員間、
小学校と中学校の間で活用方法、頻度、
幅などに格差が見られる。

3

個に応じた学習機会の提供・充実
❶ �「そだち指導」などを通じて個に応じた学習機会を提供・充実
させることにより、児童のつまずきや課題の早期解消を図って
いる。

❷ �学習意欲が高く、さらに上のレベルで学びたい生徒に対しては、
「足立はばたき塾」など学習の定着度や意欲に応じた学習機会を
提供するなど、幅広い支援策を講じている。

ア �「足立区学力定着に関する総合調査」
において「学校の授業はわかる」に
肯定的な回答をした児童・生徒の割
合が、小学校・中学校ともに低下傾向
にある。

柱  1

施策 1-2

目指す姿

すべての子ども・若者の生き抜く力を育む

確かな学力の定着に向けた支援

学習習慣が定着し、
学びに対する意欲が向上する。
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施策の方向性 関連する主な取組
A �基本的生活習慣や他者との関わり方、学びに向かう力を育むため、
幼児教育から小学校教育への円滑な接続に向けて学校探検や
給食体験など幼保小連携活動を一層強化する。

B �就学前施設において、子どもたちの探求心や想像力を育んでいく。

■ �幼保小連携事業
■ �非認知能力の向上など、幼児教育・保育の
充実（とうきょう すくわくプログラム） 

　 ≪拡充≫

A �「足立スタンダード」に基づく授業改善を引き続き推進していく。
B �ICTを効果的に活用し、従来の教員主導の知識伝達型の授業から、
子どもに学びを委ねて教員が伴走する児童・生徒主体の授業へ
の転換を図る。

C �研修などにより学校間、教員間、小学校と中学校の間における
ICT活用の格差を改善し、全体の底上げも図っていく。

■ �小中連携教育
■ �秋田県大仙市への教員派遣事業
■ �教科指導専門員制度
■ �教員の ICT活用スキルに応じた研修など
■ �ICT 支援員の配置

A �学力調査結果のデータを学校で有効活用して、児童・生徒の
つまずきに応じた個別・集団指導をしていく。

B �中 1 夏季勉強合宿などの区独自の学力底上げ対策と、足立はば
たき塾などの「学力と意欲」のある生徒への支援を並行で進め
ていく。

C �児童・生徒の個々の状況に応じた「個別最適な学び」を進める
ため、各種アプリケーション、AI型ドリル教材、授業支援ソフト
などの ICTの効果的な活用を図っていく。

■ �各校における放課後などの補習
■ �AI 型ドリル教材
■ �MIM（多層指導モデル）
■ �そだち指導
■ �サマースクール
■ �中 1夏季勉強合宿
■ �英語チャレンジ講座
■ �英語マスター講座
■ �足立はばたき塾

主な施策指標 ※施策 1-2 に関する指標は 71、75 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 基本的生活習慣（挨拶や返事、姿勢保持、話を聞く）
が身についている小学 1 年生の割合 86.6％ 90％

2

「全国学力・学習状況調査」における国の正答率以上
の学校の割合

小学校 41％
中学校 41.4％

小学校 71.3％
中学校 46.5％

「足立区学力定着に関する総合調査」において「勉強
は好きだ」に肯定的な回答をした児童・生徒の割合

小学校 87.7％
中学校 64.5％

小学校 89.5％
中学校 70.4％

3
「足立区学力定着に関する総合調査」において「学校
の授業はわかる」に肯定的な回答をした児童・生徒の
割合

小学校 65.6％
中学校 32.9％

小学校 76.9％
中学校 46.5％



49

現　状 課　題

1

子ども・若者の居場所づくり
❶ �区の補助制度を活用し、子ども食堂や居場所事業など信頼できる
大人が関わり、子どもが安心して過ごせる環境が広がってきている。

❷ �区内に 14か所ある学習センターにおいて、子ども・若者が自由
に利用できるフリースペースを常設している。

❸ �アダチ若者会議において若者の居場所に関する意見が多くあり、
居心地の良さ、人とのつながりなどといったニーズがあることが
わかった。

ア �居場所は、支援する側（大人）と利
用者（子ども・若者）が求めている
ものとのギャップが生じやすいため、
当事者の意見を聴く必要がある。

イ �アダチ若者会議では、区有施設で自由
に利用できる居場所（フリースペース）
があることを知らない若者がいると
いう意見があった。

2

自己肯定感を育む経験・体験機会の充実
❶ �「足立区学力定着に関する総合調査」で「自分には良いところが
ある」と回答した児童・生徒の割合は徐々に増加しており、自己
肯定感の向上が見られる。

❷ �子どもの健康・生活実態調査において、地域活動などの体験が
逆境を乗り越える力（レジリエンス）を培う可能性があることが
わかり、経験や体験を積む多様な機会を提供している。

ア �家庭の事情などにより子どもの体験
格差が生じないよう、参加しやすい
様々な体験機会を創出していく必要
がある。

イ �自分に自信を持てない子どもも一定数
おり、日常生活や学習の中で自分の
良さや努力を実感できる機会をさらに
充実していく。

3

将来の夢につながる機会の創出
❶ �「足立区学力定着に関する総合調査」で「将来の夢や目標を持って
いる」と肯定的な回答をした割合は、小学校で 88.0％、中学校
で 71.1％となっている。

❷ �長期休業中の体験格差をなくすために、夏休み期間中の将来の夢に
つながる体験講座などの無料化に取り組んでいる。

ア �社会の中で自分の役割を果たしながら、
自分らしい生き方を実現していく
キャリア教育が必要である。

イ �子どもたちの選択肢を増やすため、
夏の無料化以外にも体験の幅を増やす
工夫が必要である。

柱  1

施策 1-3

目指す姿

すべての子ども・若者の生き抜く力を育む

居場所と体験の充実

安心できる居場所や
様々な体験を通じて、
自己肯定感が高まっている。
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施策の方向性 関連する主な取組
A �区有施設を引き続き有効活用するとともに、子ども・若者の利用
につながる情報発信を行う。

B �学校・家庭以外の「第 3の居場所」となる、民間団体の活動や
居場所を拡充していく。

C �アダチ若者会議などで、引き続き子ども・若者の声を聴きながら、
多様なニーズに対応できる居場所の検討を進めていく。

■ �学童保育室、児童館、学習センター、住区
センター

■ �放課後子ども教室
■ �夏休み子どもの居場所事業
■ �地域団体による子ども食堂の運営や居場所
事業の運営支援

A �家庭環境や経済状況に関わらず、多様な体験機会に参加できる
よう、地域や企業などとも連携し体験プログラムの充実を図る。

B �子ども・若者の自己肯定感やレジリエンスの向上につながる体験
機会の創出に取り組んでいく。

■ �夏休み期間中の体験講座等の無料化
■ �夏休みものづくり体験・工場見学
■ �文化芸術に触れる機会の創出【再掲】
■ �大学連携事業
■ �ジュニアリーダー研修会
■ �プレーパーク事業
■ �夏の遊び場確保事業 ≪新規≫

A �家庭や地域との協働・協創により、子どもたち一人ひとりが自己
肯定感を高め、夢や希望を抱く契機となるような多様な体験機会
の充実に努める。

B �夢や希望の実現に向けて、キャリア教育支援事業や地域資源を
活用した職場体験事業などを推進しながら、自立に向けた力を
育む。

■ �キャリア教育
■ �区内企業などでの職場体験
■ �青少年育成団体の活動支援

主な施策指標 ※施策 1-3 に関する指標は 72、75、76 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 「家庭と学校以外に安心できる居場所がある」と答え
た児童・生徒の割合 （新規指標） 60％

2
「足立区学力定着に関する総合調査」で「自分には良
いところがあると思う」に肯定的な回答をした児童・
生徒の割合

小学生 78.7％
中学生 72.4％

小学生 78.9％
中学生 74.4％

3
「足立区学力定着に関する総合調査」で「将来の夢や
目標がはっきりある」「なんとなくある」と肯定的な
回答をした児童・生徒の割合

小学生 88％
中学生 71.1％

小学生 90％
中学生 73％
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現　状 課　題

1

発達に応じた支援
❶ �発達に関する相談は年々増加傾向にある。
❷ �「発達特性」への理解が浸透したことで、相談内容が多様化して
いる。

ア �相談件数が増えると相談予約から相談
実施までの期間が長くなる。

イ �様々な相談に、迅速かつ寄り添った
支援体制の構築が必要である。

2
障がいのある子どもへの支援
❶ �早期療育の重要性の認識が高まり、障害児通所支援の利用希望が
増加している。

ア �療育が必要な子どもが早期に適切な
支援を受けられる体制が必要である。

3

不登校支援
❶ �不登校児童・生徒数は平成26年度の878人に対し、令和６年度は
1,542 人にまで増加している。

❷ �不登校児童・生徒の増加に伴い、子どもたちの課題に対応する
スクールソーシャルワーカー（SSW）の相談件数も増加傾向に
ある。課題も複雑化しており、解決・改善に向けた支援が長期化
している。

ア �不登校の要因を調査・分析し、不登校
の未然防止と早期対応に取り組む必要
がある。

イ �不登校の児童・生徒に対応した多様
な学びの場の確保と社会的自立の支援
が必要である。

4

ひきこもり支援
❶ �ひきこもり状態に悩む本人は、令和元年の区の試算で約 6,400 人
と推計している。

❷ �ひきこもり家族連絡会や支援団体などで構成するひきこもり支援
協議会と同支援検討部会を設置し、具体的な支援策を検討・決定
している。

ア �推計値と毎年の相談実人数（200人程
度）を比較すると、相談や支援につな
がらない方が未だ多くいると考えられ
る。

イ �ひきこもりに対する誤解や偏見が根強
くあり、相談や支援の妨げの一因と
なっている。

5

外国にルーツを持つ子どもへの支援
❶ �令和７年１月の区内における18歳以下の外国籍の人口は5,453人
となり、令和元年度の 4,271 人と比べて約 1.3 倍となっている。

❷ �外国にルーツを持つ子どもなど日本語が不得意な児童・生徒が
一定数おり、こうした子どもに対する学ぶ権利の保障が求めら
れている。

ア �あだち日本語学習ルームや学校外に
おける居場所を兼ねた学習支援の利用
需要は高まっている。

イ �多様な背景に応じた個別の支援が必要
である。

柱  1

施策 1-4

目指す姿

すべての子ども・若者の生き抜く力を育む

社会的支援を必要とする子ども・若者への伴走支援

課題や困難を解決、軽減するための
個々のニーズに合った
サポートが受けられている。
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施策の方向性 関連する主な取組
A �増加、多様化する相談内容に迅速かつ寄り添った対応ができる
よう、相談場所の確保や、OJT研修などによる職員の質の向上を
図る。

B �保健センターでの発達相談や定期健康診査時の心理相談などの
機会を捉え、引き続き必要な支援につなげる。

■ �発達相談
■ �４歳児対象の「気づきのしくみ」の構築
■ �心理士巡回指導
■ �発達支援コーディネーター育成などの専門研修
■ �特別支援教室
■ �スクール・アシスタント

A �関係機関との連携により早期にニーズを把握し、速やかに通所へ
つなげていく。

■ �児童発達支援
■ 放課後等デイサービス
■ 療育相談

A �令和７年度に実施したすべての児童・生徒を対象としたアンケート
結果から、不登校の要因などを分析し、未然予防や対応策に
つなげていく。

B �令和９年度末までに、中学校全校にスモール・ステップ・ルーム
（SSR）の設置を進めていく。小学校については、中学校の実施
結果を検証しながら設置を検討していく。

■ �SSW、スクールカウンセラー（SC）による
支援

■ 教育相談
■ 登校サポーターの配置
■ SSR の設置
■ 家庭学習支援事業（家庭教師派遣）
■ �チャレンジ学級、あすテップ、居場所を兼
ねた学習支援

A �ひきこもり本人の生きづらさに寄り添い、本人とその家族の
生きる意欲の回復につなげる支援をしていく。

B �令和７年度に実施したひきこもりに関するアンケート調査の
分析結果をもとに、一人でも多くの本人や家族を支援につなげ、
より効果的な支援策を検討・実施していく。

■ �セーフティネットあだち
■ ひきこもり支援セミナーの実施
■ 足立ひきこもり家族会への支援
■ 若年層のひきこもり支援事業

A �毎年の申込状況を見ながら、居場所を兼ねた学習支援の受け入れ
定員を拡充し、日本語学習を希望する子どもが必要な支援を受け
られる体制を整えていく。

B �あだち日本語学習ルームに通室した生徒が支援プログラムを通し
て日本語を習得することにより、学ぶ権利を保障できるよう支援
していく。

■ �外国にルーツを持つ子どもに対する学習支
援 ≪拡充≫

■ �外国にルーツを持つ子どもを支援する団体が
形成するネットワーク「あだちまるかるネッ
ト」

■ �あだち日本語学習ルーム ≪拡充≫

主な施策指標 ※施策 1-4 に関するすべての指標は 72、76、77 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 こども支援センターげんきにおいて
1 か月以内に発達相談を受けられた割合 44.8％ 100％

2 障がい福祉センター幼児発達支援室に療育受付面接を
申し込んだ幼児のうち、実際に療育につながった割合 85％ 90％（※ 1）

3 不登校児童・生徒の発生率 小学校 1.94％
中学校 7.29％

小学校 1.01％
中学校 4.91％

4 包括的相談（まるごと相談）およびセーフティネット事
業でひきこもり状態からステップアップ（※２）した人数 14 人 40 人

5 外国にルーツを持つ児童・生徒の居場所を兼ねた
学習支援の利用者数 49 人 157 人

（※ 1）面接までの間に保護者の意向が変わったり、民間療育を利用するケースがあるため 100％とならない
（※ 2）相談から居場所事業やボランティアや就労などの社会参加につながること
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現　状 課　題

1

就学・進学支援
❶ �令和4年度から、これまでの「貸与型」を廃止し、返済不要の給付
型奨学金を開始した。

❷ �成績上位であるものの家庭の事情などにより塾などの学習機会が
少ない中学生や高校生を対象とした無料塾（足立はばたき塾、足立
ミライゼミ）を実施している。

❸ �高校生世代の居場所型学習支援事業では、進路相談や学び直しの
支援を行っている。

❹ �生活困窮世帯を対象に、大学などの修学にかかる経済的負担を軽減
するため、助成事業を実施している。

ア �高校生や同世代の若者が経済的な事情
で就学を断念することが無いよう、
進学に必要な費用の助成を拡充する
など、より切れ目ない支援が必要で
ある。

イ �高校生世代の居場所型学習支援は需要
の高まりから拡充が必要である。

ウ �支援を必要とする若者に情報が十分に
届かず、必要な支援につながってい
ない。

2

就労支援
❶ �令和 6年度から福祉まるごと相談課を創設し、就労支援を含め、
生活に関する悩みや困りごとを包括的に受けとめる相談・支援体制
を構築した。

❷ �就職を目指す若者に対して、就労相談、自立支援（日常生活支援、
社会生活支援、就労支援）、就労定着支援の 3つを包括的に行う
ことで自立に向けた支援を実施している。

ア �就労から定着、その後の生活安定の
ため、相談者の生活上の悩みや生きづ
らさも併せて受けとめて一緒に考え、
解決を図る伴走型支援が必要である。

イ �アダチ若者会議では、高校生世代から
自分の将来のキャリア選択に役立
つ情報や体験機会がほしいとの声が
あった。

3

自立に向けた支援
❶ �小学生向けの起業塾を開催し、創造力や問題解決能力を育むことで、
児童たちに自分で考え行動する力を身につけさせ、自立を促して
いる。

❷ �就学援助・児童扶養手当・生活保護受給世帯などの中学生向けに
居場所を兼ねた学習支援を実施している。

❸ �あだち若者サポートテラス SODAでは若者世代（15歳～ 25歳）
向けに進路や就労、生活支援など、個々のニーズに応じて精神科
医などの専門職が相談や支援を行っている。

ア �子どもたちが社会参加や学びを通じて
自立できる環境を拡充していく必要が
ある。

イ �居場所を兼ねた学習支援を利用する
中学生の睡眠時間の改善や歯科衛生の
向上、食事指導などを含めた、生活
習慣を改善する必要がある。

ウ �若者世代の進学や就労、生活支援など
の多様なニーズに対応していく必要が
ある。

施策 1-5

目指す姿

未来を拓く選択の後押し

将来の選択肢が広がり、
未来への一歩を
踏み出せている。

柱  1 すべての子ども・若者の生き抜く力を育む
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施策の方向性 関連する主な取組
A �生活困窮世帯に対し、大学などの修学後に必要な支援を切れ
目なく実施し、子ども・若者の希望進路を実現できる環境を構築
するとともに、必要な家庭に支援が行き届くよう、支援内容を
周知する。

B �令和 7年度現在、2か所で実施している高校生世代の居場所型
学習支援施設を増やしていく。

C �若者世代に情報が確実に届き、必要な人が適切に利用できるよう、
情報発信を強化していく。

■ �足立はばたき塾【再掲】
■ �足立ミライゼミ
■ �給付型奨学金
■ �高校中退予防
■ �高校生世代応援支援金
■ �高校生世代の居場所型学習支援事業 ≪拡充≫
■ �大学生等の修学・就職支援事業 ≪拡充≫

A �個々の特性や実情に応じた就労支援プログラムや継続的な寄り
添い、助言により、就職を希望している若者の就労率向上に
つなげていく。

B �生活上の生きづらさについて、庁内各所管や関係機関との連携
により、必要な支援を組み立て、課題解決を図っていく。

C �自分に合う仕事や活動につながるよう就職や企業情報、体験の
機会を提供していく。

■ �就労準備支援事業（ジョブサポートあだち）
■ �マンスリー就職面接会
■ �高校生のための合同企業説明会
■ �モギ社会人 1年目

A �生活習慣を改善するとともに、社会参画体験や学びにより、自立
した大人として成長できるよう支援していく。

B �高校生世代以上の若者が進路や職業選択の幅を広げられるよう、
経済的、心理的に支援することで選択肢を増やしていく。

■ �あだち子ども未来起業塾
■ �高校生向け企業見学会
■ �居場所を兼ねた学習支援事業
■ �あだち若者サポートテラス（SODA）
■ �伴走型コミュニケーション支援
■ �児童養護施設等入所者支援（スーツ代購入
支援、退所時自立支援）

■ �児童養護施設等退所者向けの区営住宅等の
居住支援

主な施策指標 ※施策 1-5 に関する指標は 73、77、78 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 給付型奨学金を利用して大学等を正規の修業年限で
卒業した奨学生の割合 100％ 現状維持

2 生活困窮者自立支援相談、就労準備支援、学習支援
等の後に就労（進路）が決定した割合（10 ～ 30 代） 71.1％ 73％

3
生活困窮者向けの居場所を兼ねた学習支援に通う生
徒（※ 1）のアンケートで「大人になったときの夢や目
標がある」と回答した割合

77.8％ 70％以上を維持

（※ 1）登録者は 369名（令和 7年 3月 31日現在）
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現　状 課　題

1

犯罪や事故から身を守る
❶ �足立区の子どもが被害に遭った「つきまとい」や「身体を掴む」
などの犯罪に巻き込まれる兆しと見られる事案（前兆事案）は、
令和 6年の一年間で 73件となっている（警視庁統計）。

❷ �ネット犯罪、闇バイトといった子どもが巻き込まれる可能性の
ある事案が増加している中で、少年非行対策や防犯対策に取り組
んでいる。

❸ �警察や関係機関などと連携して、学校ごとにセーフティ教室を
開催し、情報リテラシーに関する啓発や薬物乱用防止講習会など
を実施している。

ア �児童・生徒が犯罪や身の危険に遭わ
ない、起こさない意識を高めるため
効果的な教育と周知が必要である。

イ �ネット犯罪や闇バイトに巻き込まれ
ないよう、規範意識の醸成を育む啓発
活動に取り組む必要がある。

ウ �SNSのトラブルなど、新たなツールの
使い方について家庭と連携して取り組
む必要がある。

2

自分や他者を大切にする心を育む
❶ �全国の自殺者総数が減少傾向にある一方で、令和 6年における小・
中学生、高校生世代の自殺者数は 529 人と過去最多で増加傾向
にある。

❷ �区内においても令和 6年における 15歳から 19歳までの自殺者
数は 6人と過去最多となっている。

❸ �児童・生徒を性犯罪・性暴力から守るための「足立区版『生命（いのち）
の安全教育』リーフレット」を教員、保護者に配付している。

ア �児童・生徒は、死にたい（ほどつらい）
気持ちを抱えていたとしても、「助け
て」と SOSを出すすべを身につけて
いない場合がある。

イ �教員も児童・生徒の自傷行為、希死
念慮、自殺企図を知った際の対応に
不安を感じている場合がある。

ウ �規範意識を醸成するための、義務教育
期の子どもに対する取組が必要である。

3

自助・共助に必要な知識を身につける
❶ �中学生消火隊活動などを通じて、自らの命を守る知識や避難行動
の習得、防災意識の向上に取り組んでいる。あわせて、全 37校
のうち、中学生消火隊に生徒が在籍している中学校の数を指標
として取組の広がりを把握している。

❷ �避難訓練（起震車体験・煙体験など）、防災講演会やイベントで、
自助・共助に関する防災普及啓発に取り組んでいる。

ア �初期消火や応急手当の技術習得や防災
意識の向上を図れるような実効性の
ある訓練や研修が必要である。

イ �災害発生時の状況を想像しにくいこと
から、適切な行動につながらないお
それがあるため、防災に関する知識
や行動を身につけ、防災意識の向上
を図る必要がある。

施策 1-6

目指す姿

命を守る教育と支援の充実

生命の尊さを理解し、
危険から自らを守るすべを
身につけている。

柱  1 すべての子ども・若者の生き抜く力を育む
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施策の方向性 関連する主な取組
A �ネット犯罪などの現代社会で起こりやすいトラブルから命を
守るための仕組みや意識啓発を推進する。

B �「規範意識の醸成」を推進するため、親子で広く参加できる防犯
対策や地域の安全を守るイベントなどを開催する。

C セーフティ教室への保護者の参加を積極的に促す。

■ �少年非行・防犯対策
■ �反社会的団体排除に向けた子ども・若者へ
の注意喚起の実施

■ �「自転車カギかけありがとう」キャンペー
ン

■ �防犯パトロール
■ �通学路合同点検・通学路安全マップ
■ �学校・地域・警察連携会議（登下校時の防
犯に関する会議）

■ �子どもを守る防犯劇プログラム
■ �交通安全教室

A �児童・生徒が、現在起きている、または将来起きるかもしれない
危機的状況に備えて、SOSを出せるよう支援していく。

B �教員に対しては、児童・生徒が SOSを出しやすい環境づくりを
進めるとともに、大人が子どものSOSに気づき、それを受け止め、
適切な支援につなげる方法についても啓発していく。

C �児童・生徒が日常生活のなかでイメージしやすい事例などを
活用し、児童・生徒がより命の大切さを「自分ごと」と捉えら
れる授業などを行っていく。

■ �SOS の出し方等教育
■ �教員向けゲートキーパー研修
■ �タブレット端末を活用した自殺対策の推進
■ �インターネット・ゲートキーパー事業
■ �妊娠相談カードの配布
■ �薬物（オーバードーズ含む）防止に向けた
教育

■ �情報モラル教育

A �防災体験学習会や救急救命講習会などを通じて、防災に関する
意識や知識・技術の向上を支援し、中学生消火隊に参加しやすい
環境を整えていく。

B �実践的訓練の強化、地域住民との連携、専門家指導、活動後の
振り返りなどにより児童・生徒の防災意識を向上させ、将来、
地域の防災力強化に貢献しうる人材を育成する。

■ �中学生消火隊活動
■ �防災体験学習会・救急救命講習
■ �避難訓練
■ �防災講演会
■ �防災普及啓発

主な施策指標 ※施策 1-6 に関する指標は 78 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1

子どもが被害を受けた前兆事案（※ 1）の件数
※低減目標 73 件 55 件

「足立区学力定着に関する総合調査」で「学校のきま
りを守っている」に肯定的な回答をした割合

小学生 88.9％
中学生 95.8％

現状維持

2
「SOS の出し方等教育」実施後のアンケートで「悩み
を抱えた際は、誰かに相談しようと思う」と回答し
た児童・生徒の割合

小学生 75％
中学生 68％

小学生 80％
中学生 74％

3 中学生消火隊活動実施率 43％ 100％

（※ 1）「つきまとい」や「身体を掴む」などの犯罪に巻き込まれる兆しと見られる事案
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現　状 課　題

1

妊娠期からの寄り添い支援の充実
❶ �すべての妊婦を対象としたスマイルママ面接を実施し、妊娠中の
生活や栄養面を含む身体管理について、保健指導をしている。

❷ �妊婦健康診査への公費負担、ファミリー学級でのパートナーを
含めた啓発、妊娠高血圧症候群の医療費助成などにより妊婦への
支援を行っている。

❸ �早産などによる低体重児が NICU（新生児集中治療室）に入院
した場合は、未熟児養育医療費の給付を行っている。

ア �妊婦の「やせ」が低出生体重児の一因
となるため、妊娠期の適切な体重管理
の重要性を説明する必要がある。

イ �出産に伴うリスクが高い高齢出産の
割合が増加している。

2

子育ての孤立予防
❶ �育児ストレスや悩みを軽減し、養育困難や虐待予防に努めるため、
マザーメンタルヘルス相談（グループカウンセリングや個別相談）
を開催している。

❷ �ファミリー学級などのパートナーを含めた事業や、パートナー向け
のハンドブックの配布などにより育児の孤立防止などの啓発を
行っている。

❸ �「健やか親子相談」などを通じて、保護者の育児不安軽減と来所
者同士の交流の場を創出している。

ア �母親の育児負担が軽減するように、
産後のサポートを充実させる必要が
ある。

イ �育児の孤立防止のため、ファミリー
学級などを通じて、パートナーや家族
の協力、地域とのつながりによる
子育ての大切さをさらに啓発していく
必要がある。

3

支援が必要な家庭を把握し支援につなげる
❶ �スマイルママ面接での質問票から、養育困難、生活困窮、虐待の
可能性などの視点で、支援が必要なハイリスク妊婦が一定数存在
することが明らかになっている。

❷ �令和 7年度から、すべての子育て家庭を対象に「子育て家庭訪問
事業」を開始し、切れ目ない支援を展開している。

ア �ハイリスク妊婦は、養育困難や生活
困窮に至る可能性がある。

イ �早期に潜在的なニーズなどを把握し、
適切な相談や支援につなげていく必要
がある。

柱  2

施策 2-1

目指す姿

安心して子どもを産み育てられる環境を充実させる

妊娠前から産後期の支援

妊娠前から産後期まで、
悩みや不安を相談し、
子育てできている。
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施策の方向性 関連する主な取組
A �スマイルママ面接などを通じた母体の生活や栄養面を含む心身
のケアや、妊娠中の妊婦健康診査などによる身体管理などにより、
妊婦を支援していく。

B �妊娠初期のスマイルママ面接や、こんにちは赤ちゃん訪問事業
などによる伴走型相談支援と、あだち出産・子育て応援給付金
などの経済的支援により、妊娠期からの切れ目ない支援体制を
強化する。

C �「やせ」による妊娠・出産におけるリスクをスマイルママ面接で
周知するなど、母体と胎児の健康を守るための啓発活動に取り
組んでいく。

■ �健康コンシェルジュ
■ �足立区特定不妊治療費（先進医療）助成
■ �スマイルママ面接
■ �ファミリー学級
■ �妊婦健康診査
■ �産婦健康診査 ≪新規≫
■ �妊婦歯科健診
■ �出産費助成
■ �あだち出産・子育て応援給付金（妊婦のた
めの支援給付）

■ �妊娠高血圧症候群の医療費助成
■ �未熟児養育医療費給付

A �母親のストレス軽減のため、マザーメンタルヘルス相談などに
よる支援を充実させる。

B �ファミリー学級などを通じ、パートナーや家族が協力して出産・
育児に取り組むように啓発を行う。

C �「健やか親子相談」を通じて、保護者の相談に乗るとともに、
地域とのつながりを創出していく。

■ �ファーストバースデーサポート
■ �産後ケア ≪拡充≫
■ �マザーメンタルヘルス相談
■ �健やか親子相談
■ �産前・産後家事支援事業
■ �離乳食教室・栄養教室
■ �乳幼児健康診査
■ �子育てサロン

A �ハイリスク妊婦に対しては、養育困難や生活困窮を未然に防ぐ
ため、医療機関などの関係機関と連携し、母子保健事業（ASMAP）
による継続的な支援につなげる。

B �早期に保健センターやこども支援センターげんきなどの関係機関
が連携・協力することにより、育児困難・虐待などを未然に防止
するとともに、潜在的なニーズを把握し、適切な相談、支援に
つなげる。

■ �こんにちは赤ちゃん訪問
■ �妊産婦・乳幼児家庭訪問
■ �きかせて子育て訪問事業
■ �子育て家庭訪問事業

主な施策指標 ※施策 2-1 に関する指標は 73、78 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1
低出生体重児（出生時の体重 2,500g 未満）の割合（人
口動態統計）
※低減目標

9.8％ 9.3％

2
ファーストバースデーサポート事業（1歳）のアンケー
トで「育児について相談できる相手がいる」と答え
た保護者の割合

97.7％ 98％

3
ポピュレーションアプローチによる子育て家庭訪問
事業で、対面できた家庭のうち支援が必要な家庭を
関係機関などにつなげた割合

（新規指標） 100％
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現　状 課　題

1

子育てと仕事の両立支援
❶ �平成 27年度から 4,000 人超の保育定員数を拡大した結果、令和
2年度以降、就学前保育施設における待機児童はほぼゼロの状態
を継続している。

❷ �学童保育は施設を拡充しているものの、令和 6年度の待機児童は
388人となっている。

❸ �放課後子ども教室では「見守りスタッフ」を地域の方から募り、
安全に子どもたちを見守る役割を担っている。

ア �地域ごとの保育需要の分析を継続し、
今後必要な保育定員を確保・維持して
いく必要がある。

イ �学童保育室の不足や放課後子ども教室
の担い手不足を解消する必要がある。

2

教育・保育の質の向上
❶ �令和 6年度の学童保育室の満足度は利用者アンケートを開始した
令和 4年度以降、8.4％上昇している。

❷ �就学前教育・保育施設や学童保育室への巡回訪問や職員研修を
行い、改善に向けた相談、助言により質の維持・向上を支援して
いる。

ア �様々な主体が多様な保育の担い手と
なる中、保育サービスにばらつきが
でないよう、教育・保育の質の確保・
向上にしっかりと取り組んでいく必要
がある。

3

多様なライフスタイルを支える
❶ �給食費無償化や子どものライフステージに合わせた入学・進学
補助などの経済的支援を実施している。

❷ �子育て家庭のニーズに合わせて精神的な負担を軽減するための
講座などの支援を実施している。

❸ �性別役割分担意識の解消の啓発などに加え、令和 7年度から企業
の育児休業などの取得促進を目的とした奨励金事業を開始した。

ア �子育て家庭アンケートなどのエビデ
ンスを基に、世帯の状況を踏まえた、
切れ目ないきめ細やかな事業の展開
が必要である。

イ �育児などのパートナーとの役割分担
状況の満足度を性別で見ると、女性の
ほうが低い。

ウ �就労環境を整える事業者の支援、個人
の意識改革のための施策を複層的に
展開する必要がある。

施策 2-2

目指す姿

成長過程に応じた支援

ライフスタイルに応じた
子育て支援が
受けられている。

柱  2 安心して子どもを産み育てられる環境を充実させる
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4
章

施策の方向性 関連する主な取組
A �保育需要に応じた定員の適正化により、就学前保育施設における
待機児童ゼロを継続していく。

B �就労しているひとり親家庭や経済的に困難な家庭の子どもが安定
してサービスを受けられるよう、学童保育室の待機児童解消に
引き続き取り組む。

C �学童保育室と放課後子ども教室の一体的運用や連携強化および
児童館の活用促進などにより、放課後の居場所を自由に選択で
きるようにしていく。

■ �保育園（所）、認定こども園、幼稚園
■ �小規模保育、家庭的保育
■ �病児・病後児保育
■ �学童保育室【再掲】
■ �児童館【再掲】
■ �放課後子ども教室【再掲】
■ �学童保育室と放課後子ども教室の一体的運用 
≪新規≫

A �就学前教育・保育施設や学童保育室において良質な教育・保育を
提供するため、職員の育成および巡回訪問や巡回支援を進めて
いく。

B �区の専門職が、就学前教育・保育施設への指導検査や学童保育室
への実地調査を行い、継続的な教育・保育の質の向上を図る。

■ �就学前教育・保育施設の指導検査・巡回訪
問

■ �学童保育室の実地調査・巡回支援

A �制度や組織の狭間で支援の切れ目がないか、分野横断的に対象者
や施策・事業レベルで検証し、支援を充実していく。

B �令和 8年度から保護者の就労などの要件を問わない「こども誰
でも通園制度」を開始し、子どもの育ちを応援するとともに、
子育て家庭への支援を強化する。

C �性別による固定的な役割分担意識にとらわれない男女共同参画
社会の実現を目指す。

■ �子育て支援アプリ
■ �一時保育・休日保育
■ �あだちマイ保育園
■ �子ども預かり・送迎等支援事業
■ �子ども医療費助成
■ �給食費無償化
■ �こども誰でも通園制度 ≪新規≫
■ �教材費・自然教室・修学旅行費補助
■ �小・中学校入学準備金 ≪新規≫
■ �男性の家事・育児参画促進セミナーの開催
■ �育児・介護休業取得応援奨励金

主な施策指標 ※施策 2-2 に関する指標は 78、79 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1

保育需要に対する待機児童率
※低減目標 0.05％ 0％

学童保育室の待機児童率
※低減目標 6.4％ 0％

2 学童保育室の保護者の満足度 71％ 75％

3 区の子育て支援策に対する満足度 （新規指標） 75％
（令和 11 年度）
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現　状 課　題

1

生活に困窮する世帯への支援
❶ �区の子どもの貧困状況の目安としている就学援助率は、平成16年
の 42.5％をピークに令和 6年には 24.7％まで減少している。

❷ �子どもがいる生活保護受給世帯に対する専門性を強化するため、
福祉課に「有子世帯」担当を設置し、進路選択に関する相談、
情報提供を行うとともに、必要に応じて児童相談所など関係機関
と連携している。

❸ �区立学校に在籍する児童・生徒全員を対象に、学用品などを補助
している。さらに、経済的理由により就学が困難な児童・生徒の
保護者向けには、不足する費用を就学援助として助成している。

ア �生活保護には至らない困窮世帯や多子
世帯など、複合・複雑化した課題を
抱える世帯に対し、組織・分野横断的
な支援が必要である。

イ �困難を抱える家庭ほど、困りごとを
抱えながらも支援につながらないまま
孤立してしまうケースがある。

2

ひとり親家庭などに対する支援
❶ �ひとり親家庭に対し支給している児童扶養手当の受給率は平成
27年度から 8.5％減少している。

❷ �「豆の木相談室」（※ 1）では、ひとり親の就労・資格取得支援や
離婚前後の子どもの養育などに関する相談支援、世帯の状況に
合ったサービスの利用支援を行っている。

❸ �ひとり親同士が不安や悩みを共有したり、親子で参加できる「サ
ロン豆の木」の運営を通じて、ひとり親世帯の孤立の解消、子ども
の体験格差解消を図っている。

ア �令和 5 年度に実施した「足立区ひと
り親家庭アンケート」では、約 7割
が世帯の経済状況について「苦しい」
と回答しており、生活費や教育費の
負担が重く、経済的に不安定な状況
の世帯が多い。

イ �児童が未就学児や障がい児などの場合
は、就労時間を制限せざるを得ない
など、自立に向けた活動が困難なケー
スがある。

施策 2-3

目指す姿

経済的困難世帯への生活支援

生活が困窮もしくは
不安定な家庭の生活が
改善している。

柱  2 安心して子どもを産み育てられる環境を充実させる
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施策の方向性 関連する主な取組
A �福祉課の「有子世帯」担当と、こども支援センターげんきや児童
相談所などの関係機関や関係所管が連携し、困難な状況にある
世帯への支援を一層強化する。

B �生活保護制度と生活困窮者自立支援制度のセーフティネットを
軸に、自立に向けて支援していく。

■ �教育扶助・生業扶助
■ �生活保護受給世帯の塾代等支援
■ �生活保護受給世帯の大学等進学支援
■ �大学等受験料・模擬試験料助成事業
■ �大学生等向けの東京都住宅供給公社の空き
住戸家賃補助

■ �支出を抑えるための金銭教育
■ �福祉まるごと相談
■ �応急小口資金貸付
■ �低所得妊婦の初回産科受診費用助成
■ �就学援助

A �児童扶養手当などの支給や医療費助成にとどまらず、就労支援・
相談支援・生活支援などを一体的に実施し、ひとり親家庭の
経済的な自立と貧困の連鎖の解消に向けた包括的な支援体制を
構築する。

B �父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わることができる
よう支援し、子どもの利益確保と心身の健やかな成長を支える。

C �共同親権や法定養育費制度の導入など、民法改正（令和8年4月
施行）に関する情報提供や養育費の確保・取り決めに関する支援
を充実させる。

■ �児童扶養手当などの支給、医療費助成
■ �ひとり親家庭への就職・転職・資格取得に
関する支援

■ �豆の木相談室、アプリによる情報発信
■ �養育費の確保・取り決めに関する支援
■ �共同親権や法定養育費制度の導入など、
民法等改正に関する周知・啓発

■ �ひとり親家庭交流支援事業「サロン豆の木」
■ �就学援助世帯への生物園の年間利用パス
ポート

■ �ひとり親世帯向けの東京都住宅供給公社の
空き住戸家賃補助

主な施策指標 ※施策 2-3 に関する指標は 73、79 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 生活保護受給世帯の小学 1 年生～中学 2 年生のうち、
塾代支援を利用して通塾している子どもの割合 18.7％ 20％

2

児童扶養手当受給率（※ 2）

※低減目標 79.5％ 72.5％

ひとり親家庭に対する就労支援の就業率
および正規雇用率

就業率 73.3％
正規雇用率54.5％

就業率 100％
正規雇用率 60％

（※ 1）�足立区が運営する「ひとり親家庭支援」のための相談窓口で、「子育ての不安」「自分や子どものことで感じる不安・悩み」「養育費や手当など」の相談
など、幅広い内容を受け付けている。

（※ 2）児童扶養手当受給資格者のうち手当が支給されている人の割合
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現　状 課　題

1

養育困難などの家庭への支援
❶ �児童虐待に対する社会的な認識の高まりや、匿名での通報の仕組
みが整備されたこともあり、児童虐待の通報件数は増加傾向で
ある。

❷ �既存の要保護児童対策地域協議会（要対協）に加えて、令和 7年
に「こども家庭センター」を機能設置し、関係機関の連携をより
強化した。

ア �問題が深刻化する前の早期発見・早期
対応と、事案発見後のきめ細かな支援
と再発防止が必要である。

イ �養育困難家庭の支援には、家庭への
介入や子どものケアなど多様で複雑
な事情が伴うため、多機関協働による
支援が不可欠である。

2

発達に特性のある子どもの家庭への支援
❶ �「発達特性」の理解が浸透したことで、潜在的に発達に関する
子育ての悩みを抱えていた保護者からの相談が増加傾向にある。

ア �発達特性に応じた具体的な対応方法
や相談窓口、利用できる支援内容を
保護者に周知し、不安を軽減する必要
がある。

3

外国にルーツを持つ家庭への支援
❶ �学校や保育園、区役所窓口での行政手続きにおいて、通訳ボラン
ティアの派遣や通訳タブレットを活用し、面談、相談体制の充実を
図っている。

❷ �外国にルーツを持つ子どもへの学習支援事業で保護者支援も実施
しており、日本語が話せない・読めない保護者への支援も実施して
いる。

ア �日本に来て間もない外国人は、働き
かけが届きにくく、支援につながら
ないケースがある。

4

不登校の子どもがいる家庭への支援
❶ �教育相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
による相談体制を整えている。

❷ �不登校支援ポータルサイトによる情報発信に加え、小・中学校の
保護者を対象に「登校支援ガイド」を配信している。

❸ �令和 7年度からフリースクール助成を開始した。

ア �不登校児童・生徒を抱える保護者の
心理的・経済的負担が大きい。

イ �不登校支援に関するポータルサイト
などの情報が保護者に十分に届いて
いない。

5
障がいのある子どもがいる家庭への支援
❶ �保護者向け相談窓口を設置し、子どもへの支援方法や育児に関する
情報を提供している。

ア �障がいのある子どもを家庭で養育する
在宅支援体制が不足している。

施策 2-4

目指す姿

社会的支援を必要とする子を守るための家庭支援

保護者や家庭のニーズに合った、
課題や困難を解決・軽減するための
サポートが受けられている。

柱  2 安心して子どもを産み育てられる環境を充実させる
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施策の方向性 関連する主な取組
A �虐待の未然防止に向け、養育困難家庭への在宅支援や、孤立感を
抱えた養育者への定期的な訪問を実施する。

B �要対協やこども家庭センター機能を活かして、関係機関が連携
して一体的かつ切れ目ない支援を行う。

■ �虐待予防講座
■ �養育支援訪問事業
■ �こどもショートステイ（施設型・在宅型）
■ �児童虐待対応
■ �児童虐待防止啓発事業
■ �要保護児童対策地域協議会

A �発達特性のある子どもを育てた経験者（ペアレント・メンター）と
保護者が交流し、実体験に基づいた経験談を共有できる相談の
機会を増やす。

B �ペアレント・メンターに対して研修を実施し、相談のノウハウ
などを身につけることで質の向上を図る。

■ �ペアレント・メンター
■ �発達相談
■ �就学相談

A �保護者が必要な支援や情報を簡単に得られるよう、庁内の専門
チームで情報を共有、対策を検討し、的確な情報提供や生活支援
の充実を図る。

B �令和 3 年度から継続実施している外国人実態調査の結果から
効果的な施策を検討する。

■ �外国にルーツを持つ子どもに対する学習
支援を活用した保護者向けの日本語学習

■ �区ホームページの多言語対応、やさしい日本
語対応

■ �行政が発行する文書の多言語化
■ �通訳派遣

A �不登校児童・生徒の保護者に向けて、支援に関する情報を積極
的に発信していくとともに、関係機関との連携による支援を強化
する。

B �保護者に情報が届くよう、居場所マップや PTAと連携した出前
講座などの実施、および教職員向けに情報が届く仕組みを検討する。

C �フリースクールなどを利用する児童・生徒の保護者に対して、
引き続き経済的な負担の軽減を図る。

■ �不登校支援ポータルサイト
■ �教育相談【再掲】
■ �SC、SSWによる支援【再掲】
■ �子どもの登校のことで悩む保護者のための
講演会・交流会

■ �私立学びの多様化学校授業料助成

A �重症心身障がい児や医療的ケア児に対応できる支援体制を強化
する。

B �保護者の就労やレスパイト（休息）の確保を支援する。

■ �重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト
事業

■ �居宅訪問型保育事業

主な施策指標 ※施策 2-4 に関する指標は 73、79、80 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 虐待対応終結率（※ 1） 61.7％ 70％

2 ペアレント・メンター（※ 2）による
相談事業の相談実施件数 110 件 220 件

3 学校や保育園等での保護者の相談や手続きにおける
通訳派遣件数 54 件 65 件

4 チャレンジ学級等の学校以外の
学びの場につながった不登校児童・生徒の割合 16.6％ 41.6％

5 重症心身障がい児（者）等
在宅レスパイト（※ 3）事業の利用者数 47 人 70 人

（※ 1）【訪問指導や関係機関との連携により、虐待を起こす要因が解消された数】÷【虐待件数】
（※ 2）�発達障がいのある子どもの子育て経験を持つ保護者が、トレーニングを受けて、同じ悩みを持つ親御さんをサポートする「親に

よる親支援」の担い手。
（※ 3）育児などの負担が大きすぎる家族が一時的に育児から離れ、休息を取るための支援サービス全般。
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現　状 課　題

1

区職員の意識の醸成と庁内の連携
❶ �平成 27年度を「子どもの貧困対策元年」と位置づけて取り組み
続けてきたことにより、「貧困の連鎖が区のボトルネック的課題の
根幹をなす」という意識が浸透している。

❷ �子ども施策に関係する職員を中心に、庁内全体で研修を通じて
子どもの貧困対策に取り組む意識を醸成している。

ア �教育、福祉など子どもの貧困対策に
直接的に結びつく事業だけでなく、
産業、環境などの幅広い視点で子ど
も・若者施策をさらに展開していく
必要がある。

イ �各部署の事業を通じて区民が「子ども
を大切に地域で見守り、育てていく」
という考え方を意識できるよう、わか
りやすい情報発信に努め、区民参画の
機会を広げていくことが必要である。

2

区民への周知・意識の醸成
❶ �区の子ども・若者施策のほか、国、都のこどもまんなか社会に
関する取組を子ども・若者を支援する団体などに周知している。

❷ �子ども・若者を支援する関係機関向けに講演などを実施し、区が
取り組む子どもの貧困対策への理解を図っている。

ア �多くの区民に「こどもまんなか社会」
の言葉と意義を知ってもらい、未来に
向けて子ども・若者を支援していく
機運を醸成していくことが必要である。

イ �区民の認知や意識の向上を図りながら、
「自分ができることを、何かやってみた
い」「支援に関わってみたい」という
人を増やしていく必要がある。

3

「応援する気持ち」を伝えるしくみ
❶ �令和 3年 3月にあだち子どもの未来応援基金を設置。子ども食堂
や子ども・若者の居場所事業などの実施団体への補助や、区が
行う子どもの貧困対策関連事業の予算として活用している。

❷ �令和 5 年度からは、ふるさと納税を活用した寄附の受け入れを
開始し、子ども・若者の支援活動などを応援できる仕組みを整えた。

ア �子ども食堂や子どもの体験などの活動
が増加傾向である。活動団体をさらに
増やし、区内全体に広げていく必要
がある。

イ �寄附額も年々増えている。引き続き、
子ども・若者を応援する気持ちを伝え
る方法として広く周知していく必要
がある。

柱  3

施策 3-1

目指す姿

地域全体で子ども・若者の成長を支える

こどもまんなか社会に対する理解促進

多くの区民や職員が、
「こどもまんなか社会」の意義を
理解している。
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施策の方向性 関連する主な取組
A �子どもの貧困対策実施計画から子ども・若者計画に移行すること
を契機に、より幅広く、切れ目ない事業展開を庁内全体で進め
ていく。

B �職員研修を継続して実施するとともに、成果や課題、複数部署
の連携による好事例などを庁内全体で共有し、既存事業の改善
や新たな事業展開、組織間・事業間の連携を促進していく。

■ �子どもの貧困対策に関する職員研修（新規
採用職員研修など）

■ �子どもの貧困対策実施本部での情報共有、
施策検討、対策の推進

A �子ども・若者支援の現状や重要性を、活動例などを交えて積極的
に情報発信しながら、区民の認知度や意識の向上と、行動の
第一歩につなげていく。

B �NPO活動支援センターの企画やイベント会場での活動・事業紹介
などを通じて、子ども・若者の支援活動を知る機会、体験する
きっかけを増やしていく。

■ �子どもの貧困対策に関する講演会
■ �NPO活動支援センターを通じた啓発、情
報発信

■ �子ども食堂・フードパントリー交流会

A �企業や法人などに基金の活用事例を発信することで、新たな
事業実施主体と寄附者の双方を増やしていく。

B �サポートを受ける側の子ども・若者に対して、事業に参加する
際に、その原資が主に寄附であることを伝えながら、将来的に
支援や企画、事業に関わる気持ちを醸成していく。

■ �あだち子どもの未来応援基金
■ �協働・協創パートナー基金
■ �ふるさと納税（あだち虹色寄附制度）

主な施策指標 ※施策 3-1 に関する指標は 80 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1
職員向け研修の参加後に、こどもまんなか社会およ
び子どもの貧困対策への理解が深まったと回答した
職員の割合

94％ 100％

2
区民向け講座や講演会の参加後に、こどもまんなか
社会および子どもの貧困対策への理解が深まったと
回答した方の割合

（新規指標） 100％

3 あだち子どもの未来応援基金への寄附件数 991 件 2,000 件
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現　状 課　題

1

「知っている」から、「やってみる」へ
❶ �小学校では、放課後子ども教室「見守りスタッフ」が児童の
放課後の自由な活動を見守り、小・中学校では、学習支援ボラン
ティアや登校サポーターが児童・生徒をサポートしている。

❷ �ビューティフル・ウィンドウズ運動（※1）の一環として、「ながら見
守り」により、多くの区民の協力が得られている。

❸ �就学前の子どもと親のサポートとして、子育てホームサポーター
や子ども預かり・送迎等支援事業などを展開している。

ア �子ども・若者支援の必要性を「知って
いる」から「やってみる」に変わるきっ
かけを創出していくことが必要である。

イ �団体により、SNS などの情報発信力
に差がある。

ウ �区が募集する個人の参加・体験・協力
など、年々増えている活動もあるが、
活動内容や回数、活動時間帯などに
よっては登録者や活動人数が少ない。

2

新たな関係や新たな活動スタイルを広げる
❶ �NPO活動支援センターや総合ボランティアセンターでは、地域
活動に興味を持つ人の相談などを日々受け付けており、子ども・
若者を支援する団体の紹介などにより活動を始めるきっかけを
提供している。

❷ �あやセンター ぐるぐる（※2）では、個人や少人数での「やってみ
たい」をサポートしており、その活動の中には、子ども・若者に
関わる企画もある。

❸ �地域のNPO団体の中には、大学生ボランティアを活用して子ども
の遊びを見守り、信頼関係を構築している好事例がある。

ア �個人で子ども支援に携わりたいと考え
る人が、既存団体の活動に参加した
り、新たに団体を設立するなど、まず
何から始めるべきかをサポートして
いく必要がある。

イ �「やりたいことを、やってみる」をサポー
トしながら、まちなかの様々な活動
につなげていく必要がある。

ウ �アダチ若者会議では、年齢が近い（少し
年上のお兄さん、お姉さん的な存在）
または同世代と関われる機会がほしい
との意見が多かった。

施策 3-2

目指す姿

地域活動への参加促進

「こどもまんなか社会」の活動に、
「参加したい人」「やってみたい人」が
増えている。

柱  3 地域全体で子ども・若者の成長を支える
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施策の方向性 関連する主な取組
A �活動のきっかけとなるよう、地域課題や活動事例などを区民に
広く情報発信することで、「興味」を持った人の「行動」につなげ
ていく。

B �活動団体自らの情報発信を区がサポートし、SNS などを活用
して発信していく。

C �個人や少人数でできる活動の一つひとつが重なって、大きな
支援につながっていくことを伝えながら、参加・協力を促進
していく。

D �担い手を継続的に確保できるよう、活動や取組の内容をブラッ
シュアップしていく。

■ �学習支援ボランティア事業
■ �放課後子ども教室見守り事業
■ �ながら見守り活動
■ �登校サポーター制度
■ �子育てホームサポーター（子ども預かり・
送迎等支援）

A �活動に関心を持った人が無理なく参加を続けられるよう、団体
とのマッチング支援などにより、地域で子ども・若者を支える
人材が育ち、継続的に活動できる仕組みを整えていく。

B �綾瀬に加え、竹の塚でも新たに拠点を展開し、子ども・若者の
活動の場の提供と、その活動をサポートする人を増やし、交流
の場を広げていく。

C �子ども・若者に年齢の近い大学生などの協力について、区内大学
や関係団体と連携・協力しながら、方法・しくみの検討を進め
ていく。

■ �NPO活動支援センターの各種体験講座な
ど

■ �ボランティアセンターによるボランティア
団体活動紹介

■ �ボランティアセンターによる個人ボラン
ティア・ボランティアグループ登録制度

■ �区内大学との連携
■ �あやセンター ぐるぐる
■ �たけのつカー＆パーク ≪新規≫

主な施策指標 ※施策 3-2 に関する指標は 80 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1

学習支援ボランティア登録者数 420 人 500 人

ながら見守り登録者数 4,945 人 9,000 人

登校サポーターの登録者数 140 人 200 人

ヤングケアラーに関する研修の受講者数 150 人 300 人

2 「あやセンター ぐるぐる」や「たけのつカー＆パーク（※ 3）」
の活動のうち、子ども・若者に関係する企画実施数 20 件 100 件

（※ 1）区が地域や警察ほか関係団体と連携し、一丸となって犯罪のない美しい住みよいまちを目指す取組。
（※ 2）�綾瀬駅西口高架下にある「やってみたい」を応援する地域の交流拠点。あやセンター主催イベントだけでなく、「何かイベントをやってみたい」という

一般の方が発案した企画など、多様なイベントが実施されている。
（※ 3）�竹ノ塚駅高架下に整備するトレーラーハウス型の地域交流拠点。「あやセンター ぐるぐる」と同様に、区民の「やってみたい」を応援し、遊ぶ・食べる・

イベント参加など多様な使い方ができる空間です。
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現　状 課　題

1

子ども・若者を支援する活動を増やす
❶ �子ども食堂や子育て家庭を対象としたフードパントリー、学習支援、
体験活動など、子ども・若者を支援する団体活動が増えている。

❷ �子どもの未来応援活動団体支援事業補助金や子ども食堂推進事業
補助金などの区の補助金制度の活用事例、団体数、補助額も増加
傾向である。

ア �子ども・若者や子育て家庭の多様かつ
複雑化しているニーズに対応できる
支援活動を、さらに広げていく必要が
ある。

イ �団体間の活動量に差があり、新たな
人材確保や世代交代、ノウハウの継
承などに課題が生じているケースも
ある。

2

子ども・若者が求める「居場所」づくり
❶ �令和 6年度に実施した「アダチ若者会議」では、自由に過ごせる場、
勉強する場などの「居場所」がほしいとの意見が多くあった。

❷ �子ども食堂や居場所事業など、区の補助制度を活用した民間団体
が運営する「居場所」事業が展開されてきている。

ア �令和 7 年度に実施した「アダチ若者
会議」では、当事者の年代やおかれて
いる状況などにより、多種多様な「求
める居場所」に関する意見があった。

イ �子ども・若者や子育て家庭が求める
「居場所」とミスマッチがないよう検討・
実施していく必要がある。

3

連携により支援や見守りの輪を広げる
❶ �区内大学との連携や地域団体と連携した体験事業などを実施して
いる。

❷ �NPO活動支援センターで実施する子ども食堂・フードパントリー
交流会を通じて、運営上の課題やアイデアの共有などの情報交換
を行っている。

❸ �若年者支援協議会や要保護児童対策地域協議会など、行政、地域
団体、支援団体、企業などが連携して子ども・若者を支援する会議
体を開催している。

ア �子ども・若者の参加意欲を高めるた
めには、当事者に継続的に関わり、
活動を続けていく必要がある。

イ �フードバンクからの供給食材の減少
や物価高騰による食材の確保、ボラ
ンティアの確保などに課題がある団体
が多い。

ウ �不登校や高校の中途退学、虐待やヤ
ングケアラーなど、地域から見えに
くい状態にある子ども・若者や子育
て家庭への支援が必要である。

施策 3-3

目指す姿

地域団体等による活動の推進

「こどもまんなか社会」を支える
団体や個人の活動が増えていき、
その輪が広がっている。

柱  3 地域全体で子ども・若者の成長を支える
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施策の方向性 関連する主な取組
A �区補助制度の周知に加えて、国や都の支援メニューの活用など
もあわせて周知・助言しながら、安定して団体活動を継続でき
る体制づくりをサポートしていく。

B �子どもの貧困対策首長連合を通じて他の自治体と意見交換や連携
を図りつつ、子ども・若者施策に対する補助制度やサポートなど
について国に要望していく。

■ �子どもの未来応援活動団体支援事業補助金
■ �フードパントリー運営団体支援事業補助金
■ �子ども食堂推進事業補助金
■ �公益活動げんき応援事業助成金
■ �まちづくり活動支援事業

A �団体や企業などの民間の力を借りて、子ども・若者のニーズに
応えられる居場所づくりを進めていく。

B �官民の垣根なく連携し、総合的な情報発信により支援が必要な
子ども・若者やその家庭の利用を促進していく。

■ �学習センターフリースペース
■ �子ども食堂
■ �民間団体が運営する居場所事業（学習支援、
屋内外の遊び場、体験イベント など）

A �児童・生徒の興味関心は、児童を取り巻く環境によって変化して
いくことから、参加者の意見などを踏まえ、よりニーズに沿った
事業実施となるよう、関係団体へ協力を求めていく。

B �食品寄贈や社会貢献活動を行う企業などとの交流を通じ、他の
団体と連携した事業展開を促していく。

C �各協議会を継続して開催し、団体間の顔の見える関係をつくり
ながら、支援が必要な子ども・若者や子育て家庭に対する早期
かつ重層的な対応を進めていく。

■ �大学連携事業【再掲】
■ �子ども食堂・フードパントリー交流会【再掲】
■ �要保護児童対策地域協議会【再掲】
■ �若年者支援協議会

主な施策指標 ※施策 3-3 に関する指標は 80 ページに掲載

指標名 現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度）

1 NPO 活動支援センター登録団体のうち、
子どもを支援する NPO 団体の数 93 団体 110 団体

2 子ども食堂が区内小学校区に
1 か所以上設置されている割合 49.2％ 70％

3 大学連携事業において提供する
体験プログラムの種類 30 種 42 種
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1　長期的な成果指標
本計画における長期的指標は、施策の効果を継続的に確認し、子ども・若者や子育て家

庭に対する支援がどの程度進んでいるかを測定するために設定しています。これらの指標
は、数年単位での進ちょくを確認するものであり、特に目標値の設定が難しいため、具体
的な数値目標を設けることはありません。ただし、施策が進行する中で得られたデータは
引き続き蓄積し、施策の有効性を評価するために活用します。

柱 施策と目指す姿 指標 指標設定当初
【（ ）内】の実績値 令和 6年度実績

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
の
生
き
抜
く
力
を
育
む

1-1
こころとからだの健や
かな成長支援
望ましい生活習慣が身につ
き、豊かなこころと健やか
なからだが育まれている。

子どもの朝ごはん摂取率 保育園４歳児
95％（H26 年度）

保育園 5 歳児
91.5％

就学援助（要保護、準要
保護）受給世帯の児童・
生徒の朝ごはん摂取率

小２
要保護 92.6％
準要保護 93.1％

小４
要保護 83.2％
準要保護 95.1％

小６
要保護 82.1％
準要保護 92.4％

中２
要保護 83.3％
準要保護 90.7％
（H28 年度）

小２
要保護 83.3％
準要保護 90.7％

小４
要保護 82％
準要保護 91.9％

小６
要保護 72.2％
準要保護 89.4％

中２
要保護 94.8％
準要保護 91.2％

歯科健診でむし歯ありの判
定を受けた子どもの割合

小 1
43.71％
（H26 年度）

小 1
26％
（R5 年度）

歯科健診で未処置のむし
歯がある子どもの割合

小 1
24.11％
（H26 年度）

小 1
14.6％
（R5 年度）

1-2
確かな学力の定着に向
けた支援
学習習慣が定着し、学びに
対する意欲が向上する。

「全国学力・学習状況調査」
の児童・生徒の平均正答
率

小 6
国語：63.2％
算数：67.6％

中３
国語：72.4％
数学：57.6％
（R 元年度）

小 6
国語：65.7％
算数：64.4％

中３
国語：57.5％
数学：51.9％

「足立区学力定着に関する
総合調査」の児童・生徒
の通過率

小
国語：75.8％
算数：79.5％

中
国語：57.5％
数学：56.4％
英語：48.9％
（H27 年度）

小
国語：82.8％
算数：82.4％

中
国語：71.0％
数学：65.8％
英語：64.6％

「足立区学力定着に関する
総合調査」で「１か月に本
をほとんど読まない」と回
答した児童・生徒の割合

小 26.0％
中 38.5％
（R 元年度）

小 30.1％
中 41.8％
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柱 施策と目指す姿 指標 指標設定当初
【（ ）内】の実績値 令和 6年度実績

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
の
生
き
抜
く
力
を
育
む

1-3
居場所と体験の充実
安心できる居場所や様々な
体験を通じて、自己肯定感
が高まっている。

「足立区学力定着に関する
総合調査」の「難しいこ
とでも失敗を恐れずに挑
戦していると思う」の質
問に肯定的に回答した児
童・生徒の割合

小 77.3％
中 66.5％
（R 元年度）

小 79.3％
中 67.4％

1-4
社会的支援を必要とする
子ども・若者への伴走支
援
課題や困難を解決・軽減す
るための個々のニーズに
合った、サポートが受けら
れている。

生活保護受給世帯の子ど
もの高校等進学率および
進路内訳（全日制、定時制、
通信制、その他の進学率）

93.6％
全日制 62.1％
定時制 23.9％
通信制 3.4％
その他 4.2％
（H27 年 4 月）

90.4%
全日制 56.0%
定時制 16.8%
通信制 6.4%
その他 11.2%

「全国学力・学習状況調査」
の就学援助（要保護、準
要保護）受給世帯の児童・
生徒の平均正答率

小学校（抽出校）
【国語】
要保護 50.6％
準要保護 56.1％
【算数】
要保護 54.2％
準要保護 61.2％

 中学校（抽出校）
【国語】
要保護 64.2％
準要保護 67.8％
【数学】
要保護 41.8％
準要保護 51.4％
（R元年度）

小学校（抽出校）
【国語】
要保護 61.8％
準要保護 61.1％
【算数】
要保護 45.3％
準要保護 56.7％

中学校（抽出校）
【国語】
要保護 35.5％
準要保護 46.7％
【数学】
要保護 42.1％
準要保護 48.7％

「足立区学力定着に関する
総合調査」の就学援助（要
保護、準要保護）受給世
帯の児童・生徒の通過率

小学校
【国語】　
要保護 60.8％
準要保護 68.1％
【算数】
要保護 56.1％
準要保護 69.2％
 
中学校
【国語】
要保護 46.2％
準要保護 58.7％
【数学】
要保護 32.2％
準要保護 48.7％
【英語】
要保護 32.6％
準要保護 43.2％
（H28年度）

小学校
【国語】　
要保護 56.4％
準要保護 70.9％
【算数】
要保護 57.0％
準要保護 72.1％
 
中学校
【国語】
要保護 70.4％
準要保護 69.7％
【数学】
要保護 66.8％
準要保護 62.9％
【英語】
要保護 66.8％
準要保護 61.8％
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柱 施策と目指す姿 指標 指標設定当初
【（ ）内】の実績値 令和 6年度実績

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
の
生
き
抜
く
力
を
育
む

1-5
未来を拓く選択の後押し
将来の選択肢が広がり、未
来への一歩を踏み出せてい
る。

区立中学校の高校進学率
および進路内訳（全日制、
定時制、通信制、その他
の進学率）

97.3％
全日制 88.0％
定時制 6.2％
通信制 1.7％
その他 1.4％
（H27年 3月）

98.5％
全日制 84％
定時制 5.7％
通信制 7.1％
その他 1.7％

区内都立高校の卒業時の
進路未決定者数（率）
※ R4 年度で指標の算出
は最後

卒業時に進路未決定の者
185人（8.82％）
一時的な仕事に就いた者
82人（3.91％）
（H26年度）

卒業時に進路未決定の者
162人
（7.38％）
（R4年度）
※区外生徒含む

生活保護受給世帯の子ど
もの高校等卒業時の進路
未決定者数（率）

34 人（19.1％）
（H26年度）

12人（7.0%）

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
環
境
を
充
実
さ
せ
る

2-1
妊娠前から産後期の支援
妊娠期から産後期まで、悩
みや不安を相談し、子育て
できている。

乳幼児健診のアンケート
で「子育てを負担に感じ
たりイライラしたりする」
と回答した人の割合

3 ～ 4か月児　40.4％
1歳 6か月児　51.9％
3歳児　64.0％
（H26年度）

3～ 4か月児　30.5%
1歳 6か月児　48.8%
3歳児　59.3%

早期（37 週未満）に産ま
れた子どもの割合

6％
（H26年度）

5.4％
（R5年度）

2-3
経済的困難世帯への生
活支援
生活が困窮もしくは不安定
な家庭の生活が改善してい
る。

児童扶養手当を受給して
いるひとり親の就業率お
よび正規雇用率
※ R ６年度で指標の算出
は最後

就業率
86.9％
正規雇用率
36.8％
（H28年度）

就業率
76.2％
正規雇用率
49.7％

就学援助率 小学校 :32.76％
中学校 :42.67％
（H26年度）

小学校 :22.36％
中学校 :29.63％

2-4
社会的支援を必要とする
子を守るための家庭支援
保護者や家庭のニーズに
合った、課題や困難を解決・
軽減するためのサポートが
受けられている。

養育困難世帯の解決率 55％
（H27年 4月）

54％
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2　中短期的な成果指標
中短期的指標は、施策が導入された後、数年以内にその効果を測定し、次のステップへ

進むための基盤を作ることを目的として設定します。これらの指標は、子ども・若者の学
力向上や生活の質の改善、貧困家庭への支援強化など、具体的な成果を確認するためのも
のです。第２期子どもの貧困対策実施計画に基づき、各施策において進ちょくを測るため
の数値目標を設定し、年度ごとに評価します。これにより、施策の実施状況が明確になり、
必要に応じて改善を図ります。

柱 施策と目指す姿 指標 令和 6年度実績 令和 12年度 目標値 第4章 
掲載

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
の
生
き
抜
く
力
を
育
む

1-1
こころとからだの健や
かな成長支援
望ましい生活習慣が身につ
き、豊かなこころと健やか
なからだが育まれている。

貧血・小児生活習慣病予防健
診で「正常」または「管理不要」
と判定された生徒の割合

中 2男子
78.2％
中 2女子
72.4％
（R5年度）

中 2男子
81％
中 2女子
79％
（R11年度）

★

園の給食で野菜から食べる
5 歳児の割合

70％ 80％

野菜から食べる小学 6 年生、
中学２年生の割合

小６
64.9％

中２
66.1％

70％

「早寝・早起き・朝ごはんを心
がけるようになった、心がけ
ている」と回答した方の割合

88.8％ 90.2％

3 歳児健診のアンケートで 1
日 3 食、野菜（おかず・汁物等）
を食べる幼児の割合

28.7％ 30％

「毎日定刻」「ほぼ定刻」に
寝る小学校１年生の割合

93.2％ 94%

「親子で絵本を読む」と
回答した方の割合

77.5％ 86％

「いじめはどんなことがあって
もいけないことだと思う」に
肯定的な回答をした小・中学
生の割合

小 96.4％
中 95.5％

小 100％
中 100％

★

小・中学生の適正体重割合 小学生 87.5％
中学生 83.8％
（R５年度）

小学生 88.5％
中学生 85.5％
（Ｒ 11年度）

むし歯のある児童・生徒の
割合

小 33.1％
中 28.5％
（R5年度）

小 29％
中 26.5％
（R11年度）
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柱 施策と目指す姿 指標 令和 6年度実績 令和 12年度 目標値 第4章 
掲載

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
の
生
き
抜
く
力
を
育
む

1-1
こころとからだの健や
かな成長支援
望ましい生活習慣が身につ
き、豊かなこころと健やか
なからだが育まれている。

むし歯がない
6 歳（年長児）の割合

80.7％ 82.6％

「１日に２回以上歯みがきをする」
と回答した保育園児の割合

65.2％ 90％

「毎日運動をする」と
回答した小学１年生の割合

33.5％ 34%

「全国体力・運動能力、運動習
慣等調査」で「運動（体を動か
す遊びを含む）やスポーツをす
ることは好き」に肯定的な回答
をした割合

88.8％ 88.1％以上を維持

★

1-2
確かな学力の定着に向
けた支援
学習習慣が定着し、学びに
対する意欲が向上する。

基本的生活習慣（挨拶や返事、
姿勢保持、話を聞く）が身に
ついている小学 1 年生の割合

86.6％ 90％
★

「全国学力 · 学習状況調査」に
おける国の正答率以上の学校
の割合

小 41％
中 41.4％

小 71.3％
中 46.5％ ★

「全国学力・学習状況調査」で
「５年生まで（１､２年生のとき）
に受けた授業では課題の解決に
向けて自分で考え、自分から取
り組んでいた」に肯定的な回答
をした割合

小 79.3％
中 78.7％

小 79.9％
中 81％

「足立区学力定着に関する総合
調査」において「勉強は好きだ」
に肯定的な回答をした児童・
生徒の割合

小 87.7％
中 64.5％

小 89.5％
中 70.4％

★

「足立区学力定着に関する総
合調査」において学校の授業
が楽しいと思う児童・生徒の
割合

小 85.9％
中 78.8％

小 89.2％
中 81.9％

「足立区学力定着に関する総合
調査」において「学校の授業は
わかる」に肯定的な回答をした
児童・生徒の割合

小 65.6％
中 32.9％

小 76.9％
中 46.5％

★

1-3
居場所と体験の充実
安心できる居場所や様々な
体験を通じて、自己肯定感
が高まっている。

「家庭と学校以外に安心できる
居場所がある」と答えた児童・
生徒の割合

（新規指標） 60%

★
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柱 施策と目指す姿 指標 令和 6年度実績 令和 12年度 目標値 第4章 
掲載

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
の
生
き
抜
く
力
を
育
む

1-3
居場所と体験の充実
安心できる居場所や様々な
体験を通じて、自己肯定感
が高まっている。

体験活動後に「今回の体験をと
おして、これからも新しいこと
を知ったりチャレンジしたいと
思った」と回答した児童の割合

91.5％ 90％以上を維持

「足立区学力定着に関する総合
調査」で「自分には良いとこ
ろがあると思う」に肯定的な
回答をした児童・生徒の割合

小 78.7％
中 72.4％

小 78.9％
中 74.4％

★

「足立区学力定着に関する総合
調査」で「将来の夢や目標が
はっきりある」「なんとなくあ
る」に肯定的な回答をした児
童・生徒の割合

小 88％
中 71.1％

小 90％
中 73％

★

1-4
社会的支援を必要とす
る子ども・若者への伴
走支援
課題や困難を解決・軽減す
るための個々のニーズに
合った、サポートが受けら
れている。

居場所を兼ねた学習支援に通う
生徒の高校等進学率

100％ 100％

居場所を兼ねた学習支援に通っ
た生徒の高校卒業時の進路（就
労・進学）決定率

49.5％ 50％

こども支援センターげんきにお
いて 1 か月以内に発達相談を受
けられた割合

44.8％ 100％
★

障がい福祉センター幼児発達
支援室に療育受付面接を申し
込んだ幼児のうち、実際に療
育につながった割合

85％ 90％

★

相談児童数のうち、
関係機関と連携できた割合

97％ 98％

小学校・中学校の不登校者数 小 564人
中 729人

小 418人
中 701人

不登校児童・生徒の発生率 小 1.94％
中 7.29％

小 1.01％
中 4.91％ ★

SSW により不登校等が
解決または改善した割合

34.9％ 42％

包括的相談（まるごと相談）お
よびセーフティネット事業でひ
きこもり状態からステップアッ
プした人数

14 人 40人

★
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柱 施策と目指す姿 指標 令和 6年度実績 令和 12年度 目標値 第4章 
掲載

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
の
生
き
抜
く
力
を
育
む

1-4
社会的支援を必要とす
る子ども・若者への伴
走支援
課題や困難を解決・軽減す
るための個々のニーズに
合った、サポートが受けら
れている。

外国にルーツを持つ児童・生
徒の居場所を兼ねた学習支援
の利用者数

49 人 157人
★

あだち日本語学習ルーム
卒業者数

16 人 20人

就学相談により、特別な支援
が必要な児童 · 生徒の就学先が
決定した割合

99% 100%

1-5
未来を拓く選択の後押し
将来の選択肢が広がり、未
来への一歩を踏み出せてい
る。

居場所を兼ねた学習支援に
通った生徒の高校卒業時の進
路（就労・進学）決定率【再掲】

49.5% 50%

生活保護受給世帯の
子どもの大学等進学率

68% 42.4%

足立はばたき塾に参加した
生徒の第一志望校の合格率

74.7% 80%

足立ミライゼミに参加した生徒
の難関大学に合格した者の割合

（新規指標） 70%

給付型奨学金を利用して大学
等を正規の修業年限で卒業し
た奨学生の割合

100% 現状維持
★

生活保護受給世帯の子どもの
高校等中途退学者数（率）（全
日制、定時制）

12 人（2.9%）
全日制 3.1％
定時制 2.4％

3.3%

生活困窮者向けの居場所を兼
ねた学習支援に通う生徒のア
ンケートで「大人になったと
きの夢や目標がある」と回答
した割合

77.8% 70%以上を維持

★

高校生向け企業見学参加生徒数 23 人 30人

若年者（15 ～ 29 歳）の
完全失業率

5.8% 4.55%

生活困窮者自立支援相談、就労
準備支援、学習支援等の後に就
労（進路）が決定した割合（10
～ 30 代）

71.1% 73%

★

あだち若者サポートテラス
（ＳＯＤＡ）相談件数

374 人 250人
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柱 施策と目指す姿 指標 令和 6年度実績 令和 12年度 目標値 第4章 
掲載

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
の
生
き
抜
く
力
を
育
む

1-5
未来を拓く選択の後押し
将来の選択肢が広がり、未
来への一歩を踏み出せてい
る。

簡単な料理を自分で作ることが
できると答えた小学６年生・中
学２年生の割合

小６
50.8％
中２
56.1％

70%

児童・生徒が
区に意見を述べた件数

（新規指標） 780件

1-6
命を守る教育と支援の
充実
生命の尊さを理解し、危険
から自らを守るすべを身に
つけている。

子どもが被害を受けた
前兆事案の件数 ※低減目標

73 件 55件
★

「足立区学力定着に関する総合調
査」で「学校のきまりを守ってい
る」に肯定的な回答をした割合

小 88.9％
中 95.8％

現状維持
★

「ＳＯＳの出し方等教室」実施後
のアンケートで「悩みを抱えた
際は、誰かに相談しようと思う」
と回答した児童・生徒の割合

小 75%
中 68%

小 80%
中 74%

★

生命（いのち）の安全教育に関する
授業を実施している学校の割合

100% 100%

中学生消火隊活動実施率
（実施数÷全中学校数）

43% 100%
★

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
環
境
を
充
実
さ
せ
る

2-1
妊娠前から産後期の支援
妊娠期から産後期まで、孤
立せず安心して子育てでき
ている。

低出生体重児（出生時の体重
2,500g 未満）の割合（人口動
態統計） ※低減目標

9.8％ 9.3％
★

ファーストバースデーサポート
事業 ( １歳 ) のアンケートで「育
児について相談できる相手がい
る」と答えた保護者の割合

97.7％ 98％

★

３～４か月児健診のアンケート
で ｢子育ては楽しい｣ と答えた
保護者の割合

76％ 78％

こんにちは赤ちゃん訪問事業の貢
献度（「赤ちゃん訪問を受けて安
心した」の設問に「あてはまる」「や
やあてはまる」と答えた親の割合）

94.9％ 96.7％

ポピュレーションアプローチによ
る子育て家庭訪問事業で、対面で
きた家庭のうち支援が必要な家庭
を関係機関等につなげた割合

（新規指標） 100％

★

2-2
成長過程に応じた支援
ライフスタイルに応じた子
育て支援が受けられている。

区の子育て支援策に対する
満足度

（新規指標） 75％
（R11年度） ★

保育コンシェルジュへの相談が
役に立った方の割合

99％ 99％
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柱 施策と目指す姿 指標 令和 6年度実績 令和 12年度 目標値 第4章 
掲載

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
環
境
を
充
実
さ
せ
る

2-2
成長過程に応じた支援
ライフスタイルに応じた子
育て支援が受けられている。

「足立区政に関する世論調査」
で「男女が対等な立場で意思
表示や活動をすることができ、
また責任を分かち合っている」
と感じている区民の割合 

31.3％ 50％

保育需要に対する待機児童率
※低減目標

0.05％ 0％
★

学童保育室の保護者満足度 71％ 75％ ★

学童保育室の待機児童率
※低減目標

6.4％ 0％
★

2-3
経済的困難世帯への生活
支援
生活が困窮もしくは不安定
な家庭の生活が改善してい
る。

ひとり親家庭に対する就労支
援における資格取得率（国家
資格以外も対象）

53.3％ 70％

ひとり親家庭に対する就労支援
の就業率および正規雇用率

就業率
73.3％
正規雇用率
54.5％

就業率
100％
正規雇用率
60％

★

ひとり親家庭の交流支援事業の
利用世帯数・新規利用世帯数

186 世帯 240世帯

児童扶養手当受給率
※低減目標

79.5％ 72.5％
★

生活保護受給世帯の小学１年生
～中学２年生のうち、塾代支援
を利用して通塾している子ども
の割合

18.7％ 20％

★

2-4
社会的支援を必要とする
子を守るための家庭支援
保護者や家庭のニーズに
合った、課題や困難を解決・
軽減するためのサポートが
受けられている。

虐待対応終結率 61.7％ 70％ ★

発達相談件数 1,659 件 1,600 件

こども支援センターげんきの相
談件数のうち保健センターの心
理相談からつながった割合

24％ 25％

発達支援児の行動上の課題が
軽減した割合

98.4％ 98％以上を維持

学校や保育園等での保護者の
相談や手続きにおける通訳派
遣件数

54 件 65件
★

チャレンジ学級等の学校以外
の学びの場につながった不登
校児童・生徒の割合

16.6％ 41.6％
★
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柱 施策と目指す姿 指標 令和 6年度実績 令和 12年度 目標値 第4章 
掲載

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ

る
環
境
を
充
実
さ
せ
る

2-4
社会的支援を必要とする
子を守るための家庭支援
保護者や家庭のニーズに
合った、課題や困難を解決・
軽減するためのサポートが
受けられている。

福祉まるごと相談課で受けた
子ども関連の相談に係る行政
機関へのつなぎ件数

50 件 120件

重症心身障がい児（者）等
在宅レスパイト事業の利用者数

47 人 70人
★

ペアレント・メンターによる
相談事業の相談実施件数

110 件 220件
★

地
域
全
体
で
子
ど
も
・
若
者
の
成
長
を
支
え
る

3-1
こどもまんなか社会に
対する理解促進
多くの区民や職員が、「こど
もまんなか社会」の意義を
理解している。

職員向けの研修の参加後に、
こどもまんなか社会および子
どもの貧困対策への理解が深
まったと回答した職員の割合

94％ 100％

★

区民向け講座や講演会の参加後
に、こどもまんなか社会および
子どもの貧困対策への理解が深
まったと回答した方の割合

（新規指標） 100％

★

あだち子どもの未来応援基金
への寄附件数

991 件 2,000 件
★

3-2
地域活動への参加促進
「こどもまんなか社会」の活
動に、「参加したい人」「やっ
てみたい人」が増えている。

学習支援ボランティア登録者数 420 人 500人 ★

ながら見守り参加者数 4,945 人 9,000 人 ★

ヤングケアラーに関する
研修の受講者数

150 人 300人
★

登校サポーターの登録者数 140 人 200人 ★

「あやセンター ぐるぐる」や「た
けのつカー＆パーク」の活動の
うち、子ども・若者に関係する
企画実施数

20 件 100件

★

3-3
地域団体等による活動
の推進
「こどもまんなか社会」を支
える団体や個人の活動が増
えていき、その輪が広がっ
ている。

NPO 活動支援センター登録団
体のうち、子どもを支援する
NPO 団体の数

93 団体 110団体
★

子ども食堂が区内小学校区に
1 か所以上設置されている割合

49.2％ 70％
★

大学連携事業において
提供する体験プログラムの種類

30 種 42種
★

大学連携による
体験プログラムの参加者数

7,493 人 10,871 人



81

資料編

2026-2030

ADACHI
CHILDREN AND

YOUTH PLAN
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2026-2030

ADACHI
CHILDREN AND

YOUTH PLAN
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足立区こども計画審議会条例
（設置）
第�１条　こども基本法（令和４年法律第７７号）第１０条第２項の規定に基づく市
町村こども計画として足立区こども計画を策定することに関し必要な事項を審
議するため、区長の附属機関として足立区こども計画審議会（以下「審議会」と
いう。）を置く。

（所掌事務）
第�２条　審議会は、区長の諮問に応じ、足立区こども計画の策定に関し必要な
事項を調査審議し、その結果を区長に答申する。

（組織）
第�３条　審議会は、区長が委嘱し、又は任命する委員２０人以内をもって組織す
る。

　（委員の任期）
第�４条　委員の任期は、委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまでとする。
　（会長及び副会長）
第�５条　審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
　（招集）
第�６条　審議会は、会長が招集する。
　（定足数）
第�７条　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができな
い。

　（会議の公開）
第�８条　審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開とすることが適当で
ないと認めたときは、この限りでない。

　（守秘義務）
第�９条　審議会の委員は、その職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。

資料編 2　足立区こども計画審議会条例等
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　（委任）
第�１０条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
　　　　付　則
　（施行期日）
１�　この条例は、公布の日から施行する。
　（足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正）
２�　足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３９年足
立区条例第１７号）の一部を次のように改正する。

別表区長の部に次のように加える。

足立区こども計画審議会 日額　8 , 0 0 0円
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足立区こども計画審議会条例施行規則
　（趣旨）
第�１条　この規則は、足立区こども計画審議会条例（令和６年足立区条例第２４
号。以下「条例」という。）第１０条の規定に基づき、足立区こども計画審議会（以
下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

　（組織）
第�２条　条例第３条に規定する委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委
嘱し、又は任命する。
(１)　区議会議員　４名以内
(２)　区内に在住し、在勤し、又は在学する者　４名以内
(３)　区内で活動する有識者　４名以内
(４)　学識経験者　４名以内
(５)　区職員　２名

２　前項第２号に掲げる区内に在住し、在勤し、又は在学する者は、公募とする。
　（関係者の意見聴取）
第�３条　審議会は、必要があると認めるときは、学識経験者その他の関係者の
意見を聴き、又は助言を求めることができる。

２　前項の規定による学識経験者その他の関係者の招集は、会長が行う。
　（説明員の出席要求）
第�４条　会長は、区職員に対し、事案に関し説明させ、又は意見を述べさせるた
め、審議会への出席を求めることができる。

　（表決）
第�５条　審議会の議事は、会長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のとき
は会長の決するところによる。

　（会議の公開）
第�６条　条例第８条の規定による審議会の公開の方法、手続その他必要な事項
は、会長が別に定める。

　（会議録）
第�７条　会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
　（庶務）
第�８条　審議会の庶務は、政策経営部あだち未来支援室長付子どもの貧困対策・
若年者支援課において処理する。

　（委任）
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第�９条　この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事
項は、会長が定める。

　　　　付　則
　この規則は、令和６年６月２８日から施行する。
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資料編 3　計画の策定経過
本計画の策定にあたり「足立区こども計画審議会」を設置し、調査・審議を行いました。
また、策定の過程において子ども・若者当事者からの意見聴取やパブリックコメントを
実施し、計画策定の参考としました。

1 足立区こども計画審議会（全 5 回）
（1）審議期間

令和 6 年 8 月～令和 7 年 8 月
（2）概要

足立区長の附属機関として「足立区こども計画審議会」を設置し、区長からの諮問により
本計画策定に必要な事項について調査・審議し、答申いただきました。本計画は子どもの貧
困対策に重点を置いた計画とするため、これまでの「未来へつなぐ あだちプロジェクト 子
どもの貧困対策実施計画」の策定や評価に携わっていただいた学識経験者のほか、公募の区
民、区内有識者、区議会議員など 18 名で構成しました。区民委員のうち 2 名は 29 歳以下
の若者委員として参画し、子ども・若者当事者に近い視点から意見をいただきました。

※ 審議経過は 94 ページ参照
※ 委員名簿は 95 ページ参照

2 子ども・若者の意見反映
足立区こども計画審議会で審議した基本理念（案）に対する意見や、本計画の有効な周知方

法などを聴くため、令和 7 年 7 月に都立青井高等学校で「アダチ若者会議（こども計画編）」を
実施し、高校生の視点で意見を伺いました。

※ アダチ若者会議（こども計画編）の結果は 96 ページ参照

3 パブリックコメント
令和 8 年 1 月 27 日から 2 月 26 日まで、パブリックコメントを実施しました。
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≪足立区こども計画審議会審議経過≫

回 開催日  主な議題

第 1 回 令和 6 年 8 月 27 日

～第一部～
１ 足立区こども計画審議会委員委嘱
２ 足立区こども計画審議会 会長・副会長選出
３ 諮問
４ 区長挨拶

～第二部～
１ 委員自己紹介
２ こども計画審議会の運営について
３ こども計画審議会のスケジュール
４ こども計画策定の趣旨と方向性
５ こども計画策定の検討素材
６ 意見交換（区の現状・課題等）

第 2 回 令和 6 年 11 月 21 日 １ こども計画「基本理念（案）」の検討について
２ 意見交換

第 3 回 令和 7 年 2 月 21 日 １ こども計画「基本理念（案）」および「柱立て」について
２ こども計画「施策」の検討について

第 4 回 令和 7 年 5 月 21 日
１ こども計画「施策」の検討について
２ 意見交換
３ 答申書について

第 5 回 令和 7 年 8 月 27 日 １ 答申書の確認について
２ 意見交換

▲藤原会長（左）に足立区長が諮問（第 1 回審議会にて） ▲審議会の様子
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足立区こども計画審議会委員名簿（18 名）※選出区分ごとに氏名の五十音順

（※ 1）令和 7 年 5 月 21 日から任期
前委員 長谷川 勝美（前足立区副区長） 令和 7 年 3 月 28 日まで

氏名（敬称略） 所属・役職など

学識経験者
委員

阿部 彩 東京都立大学 人文社会学部 人間社会学科 教授

末冨 芳 日本大学 文理学部 教育学科 教授

藤原 武男 東京科学大学 大学院 医歯学総合研究科 教授

山田 哲也 一橋大学 大学院 社会学研究科 教授

区内有識者
委員

加藤 泰弘 東京都立青井高等学校校長

川上 重昭 足立区民生・児童委員協議会第三合同会長

髙木 政代 スクールソーシャルワーク・アドバイザー

中山 勇魚 特定非営利活動法人 Chance For All 代表理事

公募委員

小野 茜

菊地 美穂

田中 優哉

山﨑 衛

区議会議員

太田 せいいち 足立区議会議員

しぶや 竜一 足立区議会議員

ぬかが 和子 足立区議会議員

水野 あゆみ 足立区議会議員

区職員
中村 明慶 教育長

勝田 実（※ 1） 副区長
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≪アダチ若者会議における意見聴取結果（概要）≫

「基本理念（案）に掲げる言葉のイメージ」「こども計画策定後の情報発信」などに
ついて、以下のような意見がありました。
※ 7 月 15 日時点の基本理念（案）は以下の通り。
「子ども・若者のウェルビーイングをともに考え、生まれ育った環境に左右されな
い未来に向かって、ともに進むアダチをつくっていく」

アダチ若者会議での意見を基に、基本理念などを検討・調整し、最終的に
計画本編 31 ページに記載の基本理念を区として決定しました。

「キミも。ミーティング～こども計画編～」

◀青井高校のみなさん

①基本理念（案）に
ついてどう思うか？

●足立区の理念が見えてくるので好きです
●�どんな計画なんだろう。何をしてくれるのかなと気になるよう

な理念になっている
●書いていることが多い。パッと見たときに理解できなかった

②こども計画を若者に
知ってもらうには？

●コンビニで売っているお茶のラベルなどで PR
●ショート動画を作る
●�分厚い計画の冊子だと手に取らないため、足立区基本計画のこ

ども版のように概要版をつくる
●�こどもが取り組む活動（俳句、交通安全ポスターコンクールな

どのような企画）に参加してもらいながら計画を周知していく

開催日時 令和 7 年 7 月 15 日（火）午後 1 時～午後 3 時

会　　場 東京都立青井高等学校

対　　象 東京都立青井高等学校の生徒

参加者数 12 名
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資料編４ 子どもの健康・生活実態調査（令和２～６年度）結果 概要版 

・・第第６６回回  子子どどもものの健健康康・・生生活活実実態態調調査査（（令令和和２２年年度度））  
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資料編４　子どもの健康・生活実態調査
（令和２～６年度）結果 概要版
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・・第第７７回回  子子どどもものの健健康康・・生生活活実実態態調調査査（（令令和和３３年年度度））  
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・・第第７７回回  子子どどもものの健健康康・・生生活活実実態態調調査査（（令令和和３３年年度度））  
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・・第第８８回回  子子どどもものの健健康康・・生生活活実実態態調調査査（（令令和和４４年年度度））  
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・・第第８８回回  子子どどもものの健健康康・・生生活活実実態態調調査査（（令令和和４４年年度度））  
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・・第第９９回回  子子どどもものの健健康康・・生生活活実実態態調調査査（（令令和和５５年年度度））  
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・・第第９９回回  子子どどもものの健健康康・・生生活活実実態態調調査査（（令令和和５５年年度度））  
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・・第第２２期期  第第１１回回  子子どどもものの健健康康・・生生活活実実態態調調査査（（令令和和６６年年度度））  
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不登校

ASMA

外国ルーツ

学力・運動

食

居場所・相談

住まい

職業

健康・生活習慣

発達支援

障がい児支援

学力
進学・就職

安全

産前・産後期 就学前期 小学生期 中学生期 高校生期 大学生・若者期

子
ど
も・若
者
へ
の
支
援

タ
ー
ゲ
ッ
ト（
ハ
イ
リ
ス
ク
）ア
プ
ロ
ー
チ 
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル（
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）ア
プ
ロ
ー
チ

登校サポーター事業（お迎え、別室支援）

チャレンジ学級

あすテップ

居場所を兼ねた学習支援（経済的困難）

高校生世代の居場所学習支援

伴走型コミュニケーション支援

欠食児童・生徒への支援

各種経験・体験（自然教室事業、環境学習ツアー、ものづくり体験・工場見学、姉妹都市交流事業、住区施設活用事業、 inSummer、子ども体験プログラム、Gがくえん）

高校生の食の支援

教育相談

投力向上に向けた取り組み
小学生なわとびチャレンジ
小中連携教育

中学校生活指導員の配置

あだちっ子歯科健診

あだち日本語学習ルームの運営

スクールカウンセラー派遣事業 ／スクールソーシャルワーカー活用事業

外国にルーツを持つ子どもに対する学習支援事業

スポーツ施設活用事業

あだち若者サポートテラス（SODA）

若年層の引きこもり支援事業

SOSの出し方等教育

高校生向け栄養教室
各種予防接種（定期・任意）

英語４技能調査

実用英語技能検定受験支援事業

「早寝・早起き・朝ごはん」

あだち外国ルーツのこども支援（まるかるネット）

バーチャル・ラーニング・プラットフォーム事業
不登校児童・生徒へのオンライン支援事業

不登校児童・生徒のための家庭学習支援事業

就学相談★

妊産婦・乳幼児家庭訪問★

子どもの健康・生活実態調査（2年）★生活実態調査（子どもの健康 4・6年）★

親子はじめて歯科健診「こんにちは歯ひろば」★

2歳児歯っぴいパーク★

セーフティネットあだち★（ひきこもり相談・居場所支援）

アピアランスケア用品購入等
助成事業

若年がん患者在宅療養費助成

貧血・小児生活習慣病予防健診 貧血・小児生活習慣病予防健診

あだちっ子健康教室

若者の相談事例集の周知

あだち 子ども未来起業塾

国際理解教育

フッ化物塗布事業

６歳臼歯健康教室
小中学校向け歯科保健教室（小5・中 1）

成人歯科健診（20・25・30歳
は特典付）
さわやかブラッシング教室
子宮頸がん検診
肝炎ウィルス検診
40歳前の健康づくり健診
セルフ血液検査

インターネット・ゲートキーパー事業

区営住宅の定期使用
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
住宅補助金交付事業★

離乳食教室・1 歳ごろの
栄養教室

マンスリー就職面接会○国○区★

日本語適応指導講師の派遣

幼保小
連携活動★

高校生のための合同企業説明会○国○区
高校生向け企業見学★

スモールステップルームの運営

幼稚園向け栄養教室 学童保育向け栄養教室

子育てサロン事業（一時預かり、あかちゃんず、ハーフバースデーフォト、ホッとひと息）★

■凡例
○新・・・令和８年度新規取組
○国、○都・・・国、都の取組
★・・・子どもと保護者など支援対象がまたがっている

おいしい給食事業

いじめに関するアンケート調査

いじめ相談★

東京都体力・運動能力、生活・運動習慣等調査

○新夏の遊び場確保事業★

ひきこもり支援セミナー★

就労準備支援事業（ジョブサポートあだち）

通学路合同点検・通学路安全マップ★

「気づきのしくみ」の構築★

産後ケア★

発達支援（チューリップシートの活用）★

とうきょうすくわくプログラム

少年非行・防犯対策
「自転車カギかけありがとう」キャンペーン 反社会的団体排除に向けた注意喚起

放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援／障がい児相談支援／中等度難聴児発達支援事業

重度障がい者への大学等修学支援事業
コミュニケーションの教室（特別支援教室）★
スクールアシスタントの配置

発達相談★

発達支援（1歳6か月、3歳健診時の心理相談）★

障害児福祉手当○国

心理士巡回指導★
保健指導票★

養育支援訪問事業★

難病患者福祉手当、重度心身障害者手当○都
障がい者福祉手当

足立ミライゼミ

MIM（多層指導モデル）
そだち指導

中1夏季勉強合宿
英語チャレンジ講座

足立はばたき塾

児童養護施設等の子どもへの自立支援

サマースクール

大学生等の修学・就職支援事業進学・就職
準備給付金
（生活保護） 包括的就労支援事業

給付型奨学金
奨学金返済支援助成（社会人）

高校生世代応援支援金★
英語マスター講座

AIドリル
足立区学力定着に関する総合調査

交通安全教室
情報モラル教育

高校生受動喫煙防止標語コンクール

児童・生徒向け SOSフィルター

○新中高生等向け学習スペースの提供

避難訓練、防災講演会、防災普及啓発

中学生消火隊活動／防災体験学習会・救急救命講習

こどもショートステイ（施設型・在宅型）★

乳幼児健康診査（１か月・6か月児・9か月児・1歳6か月児、・3歳児・経過観察健診）

あだちはじめてえほん事業★

福祉まるごと相談

学習センターフリースペース

居場所を兼ねた学習支援（不登校）

児童発達支援／幼児発達支援（幼児療育）

ライフステージごとの取組状況

キャリア教育支援事業、あだちワークわーく
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資料編 5　足立区の子ども・若者関連施策のライフステージごとの取組状況



不登校

ASMA

外国ルーツ

学力・運動

食

居場所・相談

住まい

職業

健康・生活習慣

発達支援

障がい児支援

学力
進学・就職

安全

産前・産後期 就学前期 小学生期 中学生期 高校生期 大学生・若者期

子
ど
も・若
者
へ
の
支
援

タ
ー
ゲ
ッ
ト（
ハ
イ
リ
ス
ク
）ア
プ
ロ
ー
チ 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル（
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）ア
プ
ロ
ー
チ

登校サポーター事業（お迎え、別室支援）

チャレンジ学級

あすテップ

居場所を兼ねた学習支援（経済的困難）

高校生世代の居場所学習支援

伴走型コミュニケーション支援

欠食児童・生徒への支援

各種経験・体験（自然教室事業、環境学習ツアー、ものづくり体験・工場見学、姉妹都市交流事業、住区施設活用事業、 inSummer、子ども体験プログラム、Gがくえん）

高校生の食の支援

教育相談

投力向上に向けた取り組み
小学生なわとびチャレンジ
小中連携教育

中学校生活指導員の配置

あだちっ子歯科健診

あだち日本語学習ルームの運営

スクールカウンセラー派遣事業 ／スクールソーシャルワーカー活用事業

外国にルーツを持つ子どもに対する学習支援事業

スポーツ施設活用事業

あだち若者サポートテラス（SODA）

若年層の引きこもり支援事業

SOSの出し方等教育

高校生向け栄養教室
各種予防接種（定期・任意）

英語４技能調査

実用英語技能検定受験支援事業

「早寝・早起き・朝ごはん」

あだち外国ルーツのこども支援（まるかるネット）

バーチャル・ラーニング・プラットフォーム事業
不登校児童・生徒へのオンライン支援事業

不登校児童・生徒のための家庭学習支援事業

就学相談★

妊産婦・乳幼児家庭訪問★

子どもの健康・生活実態調査（2年）★生活実態調査（子どもの健康 4・6年）★

親子はじめて歯科健診「こんにちは歯ひろば」★

2歳児歯っぴいパーク★

セーフティネットあだち★（ひきこもり相談・居場所支援）

アピアランスケア用品購入等
助成事業

若年がん患者在宅療養費助成

貧血・小児生活習慣病予防健診 貧血・小児生活習慣病予防健診

あだちっ子健康教室

若者の相談事例集の周知

あだち 子ども未来起業塾

国際理解教育

フッ化物塗布事業

６歳臼歯健康教室
小中学校向け歯科保健教室（小5・中 1）

成人歯科健診（20・25・30歳
は特典付）
さわやかブラッシング教室
子宮頸がん検診
肝炎ウィルス検診
40歳前の健康づくり健診
セルフ血液検査

インターネット・ゲートキーパー事業

区営住宅の定期使用
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
住宅補助金交付事業★

離乳食教室・1 歳ごろの
栄養教室

マンスリー就職面接会○国○区★

日本語適応指導講師の派遣

幼保小
連携活動★

高校生のための合同企業説明会○国○区
高校生向け企業見学★

スモールステップルームの運営

幼稚園向け栄養教室 学童保育向け栄養教室

子育てサロン事業（一時預かり、あかちゃんず、ハーフバースデーフォト、ホッとひと息）★

■凡例
○新・・・令和８年度新規取組
○国、○都・・・国、都の取組
★・・・子どもと保護者など支援対象がまたがっている

おいしい給食事業

いじめに関するアンケート調査

いじめ相談★

東京都体力・運動能力、生活・運動習慣等調査

○新夏の遊び場確保事業★

ひきこもり支援セミナー★

就労準備支援事業（ジョブサポートあだち）

通学路合同点検・通学路安全マップ★

「気づきのしくみ」の構築★

産後ケア★

発達支援（チューリップシートの活用）★

とうきょうすくわくプログラム

少年非行・防犯対策
「自転車カギかけありがとう」キャンペーン 反社会的団体排除に向けた注意喚起

放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援／障がい児相談支援／中等度難聴児発達支援事業

重度障がい者への大学等修学支援事業
コミュニケーションの教室（特別支援教室）★
スクールアシスタントの配置

発達相談★

発達支援（1歳6か月、3歳健診時の心理相談）★

障害児福祉手当○国

心理士巡回指導★
保健指導票★

養育支援訪問事業★

難病患者福祉手当、重度心身障害者手当○都
障がい者福祉手当

足立ミライゼミ

MIM（多層指導モデル）
そだち指導

中1夏季勉強合宿
英語チャレンジ講座

足立はばたき塾

児童養護施設等の子どもへの自立支援

サマースクール

大学生等の修学・就職支援事業進学・就職
準備給付金
（生活保護） 包括的就労支援事業

給付型奨学金
奨学金返済支援助成（社会人）

高校生世代応援支援金★
英語マスター講座

AIドリル
足立区学力定着に関する総合調査

交通安全教室
情報モラル教育

高校生受動喫煙防止標語コンクール

児童・生徒向け SOSフィルター

○新中高生等向け学習スペースの提供

避難訓練、防災講演会、防災普及啓発

中学生消火隊活動／防災体験学習会・救急救命講習

こどもショートステイ（施設型・在宅型）★

乳幼児健康診査（１か月・6か月児・9か月児・1歳6か月児、・3歳児・経過観察健診）

あだちはじめてえほん事業★

福祉まるごと相談

学習センターフリースペース

居場所を兼ねた学習支援（不登校）

児童発達支援／幼児発達支援（幼児療育）

ライフステージごとの取組状況

キャリア教育支援事業、あだちワークわーく
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不登校

ASMA

生活支援

養育困難

住まい

発達支援

学ぶ環境

居場所

不妊治療
ひとり親

出産・子育て

※第3子以降の算定対象は22歳まで

子
ど
も・若
者
へ
の
支
援

タ
ー
ゲ
ッ
ト（
ハ
イ
リ
ス
ク
）ア
プ
ロ
ー
チ 
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル（
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）ア
プ
ロ
ー
チ

産前・産後期 就学前期 小学生期 中学生期 高校生期 大学生・若者期

あだちマイ保育園

子育てサロン事業（一時預かり、あかちゃんず、ハーフバースデーフォト、ホッとひと息）★

スマイルママ面接

ファーストバースデーサポート

産後ケア★

あだち出産・子育て応援給付金（妊婦の
ための支援給付）

児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成、サロン豆の木、ひとり親家庭の暮らしに役立つ応援ブック、

産前・産後家事支援事業

こんにちは赤ちゃん訪問

健やか親子相談

要保護・準要保護児童・生徒就学援助事業
特別支援学級児童・生徒就学奨励事業

応急小口資金貸付

高等学校等入学準備助成・入学支度金

生活福祉資金貸付事業

学童保育室運営事業
児童館（乳幼児事業、子どもの未来応援事業、多世代交流）

妊産婦・乳幼児家庭訪問★

育児栄養相談

きかせて子育て訪問事業

あだちファミリー・サポート・センター

子育て支援アプリ
あだち子育てガイドブック

夏休みの期間中の食の支援

こどもショートステイ（施設型・在宅型）★

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）

ベビーシッター利用支援事業（待機児童支援）

ひとり親家庭支援事業（豆の木相談室、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金○国 、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金　、○国 応援アプリ・豆の木メール、ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援、養育費確保の支援、共同親権や法定養育費制度の導入などの民法等改正に関する周知・啓発）

不登校の子をもつ保護者のための講演会・交流会
私立学びの多様化学校在学小・中学生への助成金
東京都フリースクール等利用者助成上乗せ

就学相談★
発達相談★

発達支援（1歳6か月、3歳健診時の心理相談）★

妊娠相談ホットライン○

低所得妊婦の初回
産科受診費用助成

妊婦健康診査
ファミリー学級

風しん予防 抗体検査・予防接種（任意）

保健指導票★

妊娠高血圧症候群等の医療費助成

未熟児の養育
医療の給付★

新生児聴覚検査
先天性代謝異常等検査○都

乳幼児健康診査（１か月・6か月児・9か月児・1歳6か月児、・3歳児・経過観察健診）★

多胎児家庭移動支援

マザーメンタルヘルス相談
産後育児ストレス相談

赤ちゃん休憩室

子育て応援とうきょうパスポート○都

子ども預かり・送迎等支援

子育て家庭訪問事業

養育支援訪問事業★

子どもの健康・生活実態調査（1・2年）★ 子どもの 子どもの健康・生活実態調査 2 年）★

セーフティネットあだち★（ひきこもり相談・居場所支援）

妊婦歯科健診

親子はじめて歯科健診「こんにちは歯ひろば」★
2歳児歯っぴいパーク★

中高生応援事業

高等学校等入学準備助成

大学等受験料・模擬試験料助成事業（中学 3年生、高校3年生）

生活保護受給世帯の塾代等支援

教育扶助 生業扶助

受験生チャレンジ支援貸付事業○都（中学3年生、高校3年

大学等進学支援費（生活保護）

特別児童扶養手当

出産費助成

健康増進教室（赤ちゃんが教えてくれた糖尿病予備群の方へ）

コミュニケーションの教室（特別支援教室）★

子ども医療費助成

母子父子自立支援員等の活動事業、母子生活自立支援事業

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
住宅補助金交付事業★

夏休み子ども居場所事業（地域学習センター）

高校生世代応援支援金★

重症心障がい児（者）等在宅レスパイト事業

幼稚園保護者向け栄養教室

成助費療医病疾定特性慢児小

あだちはじめてえほん事業★

○新夏の遊び場確保事業

ひきこもり支援セミナー★

発達支援（チューリップシートの活用）★

ペアレント・メンター

イライラしない子育て講座

○新こども誰でも通園制度男性の家事・育児参画促進セミナー

不妊・不育ホットライン○都
不妊・不育症検査助成○都
特定不妊治療費（先進医療）助成○都○区
「卵子凍結」及び「凍結卵子を使用した
生殖補助医療」費用助成○

あだちほっとほーむ事業

福祉まるごと相談

○新産婦健康診査

住居確保給付金

子育て世帯訪問支援事業

学校給食費無償化
保育園等保育料無償化・幼稚園保育料補助
保育園等・幼稚園給食費無償化

都立高校授業料免除

児童手当
018サポート○都

特別大会等助成事業
通学路合同点検・通学路安全マップ★

入学準備金の支給 入学準備金の支給
補助教材費の補助／自然教室・修学旅行費の補助

育保日休、育保時一、所育保証認、園もどこ定認、園育保可認

病児・病後児保育
小規模保育・家庭的保育（保育ママ）

都

都

○都

健康・生活実態調査 4・6 年）★（ （

○都

○都

ライフステージごとの取組状況

※障がい児は20歳未満

121



不登校

ASMA

生活支援

養育困難

住まい

発達支援

学ぶ環境

居場所

不妊治療
ひとり親

出産・子育て

※第3子以降の算定対象は22歳まで

子
ど
も・若
者
へ
の
支
援

タ
ー
ゲ
ッ
ト（
ハ
イ
リ
ス
ク
）ア
プ
ロ
ー
チ 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル（
ポ
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産前・産後期 就学前期 小学生期 中学生期 高校生期 大学生・若者期

あだちマイ保育園

子育てサロン事業（一時預かり、あかちゃんず、ハーフバースデーフォト、ホッとひと息）★

スマイルママ面接

ファーストバースデーサポート

産後ケア★

あだち出産・子育て応援給付金（妊婦の
ための支援給付）

児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成、サロン豆の木、ひとり親家庭の暮らしに役立つ応援ブック、

産前・産後家事支援事業

こんにちは赤ちゃん訪問

健やか親子相談

要保護・準要保護児童・生徒就学援助事業
特別支援学級児童・生徒就学奨励事業

応急小口資金貸付

高等学校等入学準備助成・入学支度金

生活福祉資金貸付事業

学童保育室運営事業
児童館（乳幼児事業、子どもの未来応援事業、多世代交流）

妊産婦・乳幼児家庭訪問★

育児栄養相談

きかせて子育て訪問事業

あだちファミリー・サポート・センター

子育て支援アプリ
あだち子育てガイドブック

夏休みの期間中の食の支援

こどもショートステイ（施設型・在宅型）★

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）

ベビーシッター利用支援事業（待機児童支援）

ひとり親家庭支援事業（豆の木相談室、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金○国 、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金　、○国 応援アプリ・豆の木メール、ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援、養育費確保の支援、共同親権や法定養育費制度の導入などの民法等改正に関する周知・啓発）

不登校の子をもつ保護者のための講演会・交流会
私立学びの多様化学校在学小・中学生への助成金
東京都フリースクール等利用者助成上乗せ

就学相談★
発達相談★

発達支援（1歳6か月、3歳健診時の心理相談）★

妊娠相談ホットライン○

低所得妊婦の初回
産科受診費用助成

妊婦健康診査
ファミリー学級

風しん予防 抗体検査・予防接種（任意）

保健指導票★

妊娠高血圧症候群等の医療費助成

未熟児の養育
医療の給付★

新生児聴覚検査
先天性代謝異常等検査○都

乳幼児健康診査（１か月・6か月児・9か月児・1歳6か月児、・3歳児・経過観察健診）★

多胎児家庭移動支援

マザーメンタルヘルス相談
産後育児ストレス相談

赤ちゃん休憩室

子育て応援とうきょうパスポート○都

子ども預かり・送迎等支援

子育て家庭訪問事業

養育支援訪問事業★

子どもの健康・生活実態調査（1・2年）★ 子どもの 子どもの健康・生活実態調査 2 年）★

セーフティネットあだち★（ひきこもり相談・居場所支援）

妊婦歯科健診

親子はじめて歯科健診「こんにちは歯ひろば」★
2歳児歯っぴいパーク★

中高生応援事業

高等学校等入学準備助成

大学等受験料・模擬試験料助成事業（中学 3年生、高校3年生）

生活保護受給世帯の塾代等支援

教育扶助 生業扶助

受験生チャレンジ支援貸付事業○都（中学3年生、高校3年

大学等進学支援費（生活保護）

特別児童扶養手当

出産費助成

健康増進教室（赤ちゃんが教えてくれた糖尿病予備群の方へ）

コミュニケーションの教室（特別支援教室）★

子ども医療費助成

母子父子自立支援員等の活動事業、母子生活自立支援事業

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
住宅補助金交付事業★

夏休み子ども居場所事業（地域学習センター）

高校生世代応援支援金★

重症心障がい児（者）等在宅レスパイト事業

幼稚園保護者向け栄養教室

成助費療医病疾定特性慢児小

あだちはじめてえほん事業★

○新夏の遊び場確保事業

ひきこもり支援セミナー★

発達支援（チューリップシートの活用）★

ペアレント・メンター

イライラしない子育て講座

○新こども誰でも通園制度男性の家事・育児参画促進セミナー

不妊・不育ホットライン○都
不妊・不育症検査助成○都
特定不妊治療費（先進医療）助成○都○区
「卵子凍結」及び「凍結卵子を使用した
生殖補助医療」費用助成○

あだちほっとほーむ事業

福祉まるごと相談

○新産婦健康診査

住居確保給付金

子育て世帯訪問支援事業

学校給食費無償化
保育園等保育料無償化・幼稚園保育料補助
保育園等・幼稚園給食費無償化

都立高校授業料免除

児童手当
018サポート○都

特別大会等助成事業
通学路合同点検・通学路安全マップ★

入学準備金の支給 入学準備金の支給
補助教材費の補助／自然教室・修学旅行費の補助

育保日休、育保時一、所育保証認、園もどこ定認、園育保可認

病児・病後児保育
小規模保育・家庭的保育（保育ママ）

都

都

○都

健康・生活実態調査 4・6 年）★（ （

○都

○都

ライフステージごとの取組状況

※障がい児は20歳未満
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学ぶ環境

居場所

職業

産前・産後期 就学前期 小学生期 中学生期 高校生期 大学生・若者期

地
域・関
係
機
関
の
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小・中学校での音声翻訳機導入

子ども食堂、フードパントリー、子どもの学習支援や居場所づくりに取り組むNPO・ボランティア団体等の支援

民間学童保育室

子育て自主グループ

区内団体・企業等による、 おしごと見学、職業体験等

大学連携事業（体験活動）

高校中退に関わる中学校・高等学校接続会議
都立学校ユースソーシャルワーカー派遣事業

区内企業によるものづくり体験

教科指導専門員の派遣
先進自治体教員派遣交流
教師力養成講座（ｅ-講座）の活用
指導力向上校の実践・成果の活用

学校運営連絡協議会○都

あだちっ子・いい歯推進園表彰事業

子育てホームサポーター（子ども預かり・送迎等支援）

要保護児童対策地域協議会

あだち放課後子ども教室★

開かれた学校づくり協議会 家庭教育活動

マンスリー就職面接会○国○区★
高校生のための合同企業説明会○国○区
高校生向け企業見学★

あだち若者サポートステーション○国

あだち大学リレー企画

町会・自治会（子ども会）

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
住宅補助金交付事業★

幼保小連携活動★

生活及び子育ての悩み相談（民生・児童委員）

教員向けゲートキーパー研修
学習支援ボランティア事業

教育のICT活用スキルに応じた研修など

発達支援コーディネーター育成などの専門研修

足立ひきこもり家族会への支援

学校・地域・警察連携会議

「気づきのしくみ」
の構築★

心理士巡回指導★

青少年対策地区委員会に対する支援
地区少年団体協議会に対する支援

若者向け短期就労体験・就労支援事業（介護人材確保・定着事業）

ICT 支援員の配置

育児・介護休業取得応援奨励金

ながら見守り活動

子育て仲間づくり活動

あやセンターぐるぐる

○新たけのつカー＆パーク
学校で朝ごはん

保育所等訪問支援

ライフステージごとの取組状況

（登下校時の防犯に関する会議）
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学ぶ環境

居場所

職業

産前・産後期 就学前期 小学生期 中学生期 高校生期 大学生・若者期

地
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機
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小・中学校での音声翻訳機導入

子ども食堂、フードパントリー、子どもの学習支援や居場所づくりに取り組むNPO・ボランティア団体等の支援

民間学童保育室

子育て自主グループ

区内団体・企業等による、 おしごと見学、職業体験等

大学連携事業（体験活動）

高校中退に関わる中学校・高等学校接続会議
都立学校ユースソーシャルワーカー派遣事業

区内企業によるものづくり体験

教科指導専門員の派遣
先進自治体教員派遣交流
教師力養成講座（ｅ-講座）の活用
指導力向上校の実践・成果の活用

学校運営連絡協議会○都

あだちっ子・いい歯推進園表彰事業

子育てホームサポーター（子ども預かり・送迎等支援）

要保護児童対策地域協議会

あだち放課後子ども教室★

開かれた学校づくり協議会 家庭教育活動

マンスリー就職面接会○国○区★
高校生のための合同企業説明会○国○区
高校生向け企業見学★

あだち若者サポートステーション○国

あだち大学リレー企画

町会・自治会（子ども会）

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
住宅補助金交付事業★

幼保小連携活動★

生活及び子育ての悩み相談（民生・児童委員）

教員向けゲートキーパー研修
学習支援ボランティア事業

教育のICT活用スキルに応じた研修など

発達支援コーディネーター育成などの専門研修

足立ひきこもり家族会への支援

学校・地域・警察連携会議

「気づきのしくみ」
の構築★

心理士巡回指導★

青少年対策地区委員会に対する支援
地区少年団体協議会に対する支援

若者向け短期就労体験・就労支援事業（介護人材確保・定着事業）

ICT 支援員の配置

育児・介護休業取得応援奨励金

ながら見守り活動

子育て仲間づくり活動

あやセンターぐるぐる

○新たけのつカー＆パーク
学校で朝ごはん

保育所等訪問支援

ライフステージごとの取組状況

（登下校時の防犯に関する会議）
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